
 

現 場 説 明 書（技術的事項） 

 

工事名   福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事      

 

１．現場の状況 

  本施設は、工事期間中も土曜日・日曜日・祝日を含め、通常どおり利用されています。ま

た、本施設は貸館を含め多くの来館者がありますので、調査・工事の際には施設管理者と

の日程調整が必要となります。 

 

２．留意事項 

① 本工事の受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。 

② 本工事は建設リサイクル法に該当しませんが、特定建設資材の再資源化に努めるととも

に建設副産物情報交換システム（コブリス・プラス）の計画書・実施書を提出してくだ

さい。 

③ 現場代理人及び主任技術者については、契約約款・建設業法等に違反とならないよう適

切に配置し、当該工事の施工管理を行ってください。 

④ 工事期間中は施設利用者・職員及び第三者の安全確保に細心の注意を払い、必要な対策

を講じてください。 

⑤ 工事で既存工作物等に損傷を与えないように必要な対策を講じてください。なお損傷を

与えた場合には、監督員及び施設管理者と協議のうえ、速やかに復旧してください。 

⑥ 施設管理者と日程調整を密に行い、利用者へ影響がないよう努めてください。 

⑦ 騒音・振動作業等は、事前に監督員及び施設管理者と十分に協議し行ってください。工

事車両等の乗り入れ及び駐車位置は施設管理者、監督員と協議してください。 

⑧ 工程表は契約後１４日以内に提出してください。その際、作業工程については監督員及

び施設管理者と十分に協議調整の上、作成してください。また、施工計画書等は速やか

に提出してください。 

⑨ 工事の施工上、官公署への手続きが必要な場合は、受注者の責任において速やかに行っ

てください。 

⑩ 本工事の施工可能期間・施工個所は次のとおりです。施設管理者と十分に調整し、期間

内に施工できように対応してください。     

施工可能期間：  

大会議室系統 2026 年（令和 8 年）12 月 3 日（木）～2027 年（令和 9 年）1 月 8 日（金） 

小中会議室系統 2027 年（令和 9 年） 1 月 9 日（土）～2027 年（令和 9 年）2 月 9 日（火） 

⑪ 必要に応じて既設設備のリース会社へ事前協議等を行ってください。 

 

３．別途関連工事  

LED 化改修工事（別途工事） 
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及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。

・　発注者指定型・　発注者指定型・　発注者指定型・　発注者指定型・　発注者指定型・　発注者指定型・　発注者指定型
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受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を

記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しない

ことができる。ことができる。ことができる。ことができる。ことができる。ことができる。ことができる。

・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）・　受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）

工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。

本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に

その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。

その場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費にその場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費に

運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領（建築工事）」

見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。

Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要Ⅰ　工事概要

福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書
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福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書福 山 市 電 気 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課福山市建設局建築部設備課

１　工事場所１　工事場所１　工事場所１　工事場所１　工事場所１　工事場所１　工事場所

２　敷地面積２　敷地面積２　敷地面積２　敷地面積２　敷地面積２　敷地面積２　敷地面積

３　工事種目３　工事種目３　工事種目３　工事種目３　工事種目３　工事種目３　工事種目

（１）（１）（１）（１）（１）（１）（１）

（２）（２）（２）（２）（２）（２）（２）

（３）（３）（３）（３）（３）（３）（３）

（４）（４）（４）（４）（４）（４）（４）

（５）（５）（５）（５）（５）（５）（５）

４　工事範囲　（○印のついたものを適用する。）４　工事範囲　（○印のついたものを適用する。）４　工事範囲　（○印のついたものを適用する。）４　工事範囲　（○印のついたものを適用する。）４　工事範囲　（○印のついたものを適用する。）４　工事範囲　（○印のついたものを適用する。）４　工事範囲　（○印のついたものを適用する。）

　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　通信・情報設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事　電力設備工事

1111111 構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事構内配電線路工事 1111111 構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事構内通信線路工事

2222222 動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事動力設備工事 2222222 電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事電話設備工事

3333333 電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事電灯設備工事 3333333 情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事情報表示設備工事

4444444 雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事雷保護設備工事 4444444 拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事拡声設備工事

5555555 誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事誘導支援設備工事

6666666 インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事インターホン設備工事

7777777 テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事テレビ共聴設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事　受変電設備工事

1111111 受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事受変電設備工事 8888888 監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事監視カメラ設備工事

9999999 駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事駐車場管制設備工事

自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事自動火災報知設備工事10101010101010　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事　電力貯蔵設備工事

防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事防犯・入退室管理設備工事111111111111111111111 直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事直流電源装置設備工事

2222222 交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事交流無停電電源装置設備工事

　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事　中央監視制御設備工事

1111111 監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事監視制御設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事　発電設備工事

1111111 発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）発電設備工事（太陽光発電設備工事を除く）

2222222 太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事太陽光発電設備工事

５　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）５　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）５　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）５　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）５　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）５　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）５　消防法に基づく防火対象物　　　消防法施行令別表一　　（　）項（　）

６　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）６　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）６　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）６　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）６　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）６　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）６　建築基準法施行規則に定める主要用途区分              （　　　　　）

Ⅱ　工事仕様Ⅱ　工事仕様Ⅱ　工事仕様Ⅱ　工事仕様Ⅱ　工事仕様Ⅱ　工事仕様Ⅱ　工事仕様

１　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の電気設備技術基準、内線１　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の電気設備技術基準、内線１　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の電気設備技術基準、内線１　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の電気設備技術基準、内線１　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の電気設備技術基準、内線１　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の電気設備技術基準、内線１　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の電気設備技術基準、内線

　改修工事の場合は同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版による。　改修工事の場合は同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版による。　改修工事の場合は同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版による。　改修工事の場合は同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版による。　改修工事の場合は同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版による。　改修工事の場合は同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版による。　改修工事の場合は同営繕部監修　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版による。

　なお、建築工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図、機械設備工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図による。　なお、建築工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図、機械設備工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図による。　なお、建築工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図、機械設備工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図による。　なお、建築工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図、機械設備工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図による。　なお、建築工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図、機械設備工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図による。　なお、建築工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図、機械設備工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図による。　なお、建築工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図、機械設備工事の特記仕様書は（　　　／　　　）図による。

３　特記仕様書の適用は次による。３　特記仕様書の適用は次による。３　特記仕様書の適用は次による。３　特記仕様書の適用は次による。３　特記仕様書の適用は次による。３　特記仕様書の適用は次による。３　特記仕様書の適用は次による。

（１）項目は、・印の付いたものを適用する。（１）項目は、・印の付いたものを適用する。（１）項目は、・印の付いたものを適用する。（１）項目は、・印の付いたものを適用する。（１）項目は、・印の付いたものを適用する。（１）項目は、・印の付いたものを適用する。（１）項目は、・印の付いたものを適用する。

（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

・印の付かないものは、※印の付いたものを適用する。・印の付かないものは、※印の付いたものを適用する。・印の付かないものは、※印の付いたものを適用する。・印の付かないものは、※印の付いたものを適用する。・印の付かないものは、※印の付いたものを適用する。・印の付かないものは、※印の付いたものを適用する。・印の付かないものは、※印の付いたものを適用する。

・印と※の付いた場合は、共に適用する。・印と※の付いた場合は、共に適用する。・印と※の付いた場合は、共に適用する。・印と※の付いた場合は、共に適用する。・印と※の付いた場合は、共に適用する。・印と※の付いた場合は、共に適用する。・印と※の付いた場合は、共に適用する。

Ⅲ　福山市電気設備工事仕様Ⅲ　福山市電気設備工事仕様Ⅲ　福山市電気設備工事仕様Ⅲ　福山市電気設備工事仕様Ⅲ　福山市電気設備工事仕様Ⅲ　福山市電気設備工事仕様Ⅲ　福山市電気設備工事仕様

２　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、建築工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。２　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、建築工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。２　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、建築工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。２　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、建築工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。２　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、建築工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。２　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、建築工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。２　建築工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、建築工事及び機械設備工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。

※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。※　契約締結後　　日以内に実施工程表を提出するものとする。１４１４１４１４１４１４１４

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付１１１１１１１
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2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式2　発電方式 ・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン・ディーゼル　　・ガスエンジン　　・ガスタービン　　・マイクロガスタービン
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・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）・燃料電池　　・コージェネレーション　　・風力　　・（　　　　　）

3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式3　出力電気方式 ・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式・単相2線式　　・単相3線式　　・三相3線式

4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧4　出力電圧 ・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V・6.6kV　　・105V　・210V

5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力5　機器能力 ・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上・発電能力（　　　　）kVA以上　　・排熱回収（　　　　）kcal以上

6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力6　原動機出力 （　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上（　　　　）kW以上

7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式7　始動方式 ・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式・電気始動方式　　・空気始動方式

8　構造8　構造8　構造8　構造8　構造8　構造8　構造 ・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形・キュービクル形（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　　・オープン形

9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤9　防油堤 ・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事・本工事（　・コンクリート製　　・鋼鈑製　）　　・別途工事

10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料10　燃料

11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細11　仕様詳細 ・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。・別図発電設備仕様（　　/　　図）による。

12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品12　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

２２２２２２２
設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s設計用基準風速　V0：32m/s
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その他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数はその他の係数は 風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）風圧用途係数I：1.16（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.32）

地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）地表面粗度区分：I（極めて平坦で障害物がない場合の数値）

地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）地上垂直積雪量ZS：0.3m（福山地区）

地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）地震地域係数Z：1.0（1.0～0.7）

地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）地震用途係数I：1.25（通常1.0極めて重要な太陽光発電1.5）

仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。仕様詳細は別図発電設備仕様（　　/　　図）による。

１１１１１１１ 1　地中配線1　地中配線1　地中配線1　地中配線1　地中配線1　地中配線1　地中配線 ・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他（　　　　　　　　）
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2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線2　架空配線 電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）

支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）支線（　・要　　　・不要　）

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）・配管　　・配線　　（　・端子盤間ケーブル　　・電話機用ケーブル　）２２２２２２２
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・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）・機器取付（　・端子盤　・交換機　・電話機　）

2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット2　アウトレット ・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）・ノズルプレート　　・モジュラー（　・2P　　・4P　　・　　P　）

3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細3　機器仕様詳細 ・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。・別図電話設備仕様（　　/　　図）による。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付３３３３３３３
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2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計2　電気時計 親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）親時計（　・水晶式（時刻規正機構付）　　・　　　　　　　）

　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線　・壁掛型（　）回線　　・キャビネット収容型（　）回線　　・（　　　　）（　）回線

子時計子時計子時計子時計子時計子時計子時計

　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式　・壁掛式　　　・壁埋込式

3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置3　表示装置 表示盤表示盤表示盤表示盤表示盤表示盤表示盤

　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式　・発光ダイオード式　　・マグネットユニット式　　・プラズマ式　　・液晶式

4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細 ・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。・別図情報表示設備仕様（　　/　　図）による。

5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付４４４４４４４
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2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器2　増幅器 ・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W・非常放送　　局　　　W （　・専用　・業務用兼用　）　　・一般放送　　局　　　W

・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）・卓上型　　・壁掛型　　・ラック収容型　　・デスク型（　・片袖型　・両袖型　）

3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ3　スピーカ ・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W・壁掛型　　　　W 　・天井型　　　　W 　・屋外ホーン型　　　　W 　・　　　　　W

4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細4　機器仕様詳細 ・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。・別図拡声設備仕様（　　/　　図）による。

５５５５５５５ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付
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2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置2　誘導支援装置 ・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　・音声誘導　　 ・身障者用インターホン　　・トイレ呼出装置　　

3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細 ・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。・別図誘導支援設備仕様（　　/　　図）による。

６６６６６６６ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付
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2　電源2　電源2　電源2　電源2　電源2　電源2　電源 ・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池・AC100V　　・乾電池

3　型式3　型式3　型式3　型式3　型式3　型式3　型式 ・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式・親子式　　・相互式　　・住戸用自火報式

・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）・テレビ（　・有　　・無　）

4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式4　通話方式 ・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式・同時通話式　　・交互通話式

5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細5　機器仕様詳細 ・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。・別図インターホン設備仕様（　　/　　図）による。

７７７７７７７ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付
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2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類2　機器類 ・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品・一般用　　・共聴用　　・ＢＬ優良住宅部品　　・ＮＨＫ仕様適合品

3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波3　受信波 ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＣＡＴＶ

4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器4　増幅器 ・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）・Ｕ（　　dB）　　・ＢＳ（　　dB）

5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定5　電界強度測定 ・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要・要（・受信レベル　・ＢＥＲ　・ＭＥＲ）　　・不要

6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細6　機器仕様詳細 ・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。・別図テレビ共聴設備仕様（　　/　　図）による。

7　その他7　その他7　その他7　その他7　その他7　その他7　その他 分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ分岐器、分配器、直列ユニット等はＵ・ＢＳ共用型とし、直列ユニットには75Ωのプラグ

を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。を附属する。

・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。・4K、8K対応機器（周波数帯域3,224MHzに対応した機器）を使用する。

（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）（増幅器、分配器、テレビ端子等）

８８８８８８８ 1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付
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2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細2　仕様詳細 ・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。・別図監視カメラ設備仕様（　　/　　図）による。

3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品3　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付９９９９９９９
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2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器2　検知器 ・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式・光電式　　・ループコイル式

3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細3　仕様詳細 ・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。・別図駐車場管制装置仕様（　　/　　図）による。

4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品4　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録・配管　　・配線　　・機器等取付　　・音声合成登録10101010101010
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2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備2　火災報知設備 ・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式・単独型　　・複合型　　・自立型　　・壁掛式

　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機　　　 　受信機 火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線火災報知設備受信機（　　）型（　　）級（　　）回線　・副受信機（　　）回線

機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）機能（　・蓄積式　　・住戸型　）

　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備　　 　連動設備 連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）連動（　・非常放送　　・消火栓　　・誘導灯　　・電気錠　　・光警報　　・　　　）

送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台送受話器（　　）台

警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）警報区域一覧図（　・アクリルエッチング　　・カラーコピー　　・　　　　　）

表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）表示警戒区域銘板は白地黒文字エッチングとする。（Ｒ型は除く）

3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置3　連動操作装置 連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））連動制御器（　　）回線（遠方復帰機構（　　）回線（　　　　　　　））

4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置4　非常警報装置 ・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型・一体型　　・複合装置型

5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備5　その他消防設備 ・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　・非常通報設備　　・漏電火災警報設備　　・　

6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置6　ガス漏れ警報装置 ・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）・受信機（　　）回線（　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　）

7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断7　LPガス漏れ遮断 ・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台・遮断弁制御器（　　）台

　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備　　　　　　設備

1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細1　仕様詳細11111111111111 ・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。・別図防犯設備仕様（　　/　　図）による。
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・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。・別図入退室管理設備仕様（　　/　　図）による。

2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲2　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付・配管　　・配線　　・機器等取付
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1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付１１１１１１１
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2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式2　監視方式 ・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置・警報盤　　　　　・監視制御装置

3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式3　監視制御方式 ・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）・監視操作装置（　・グラフィックパネル　・液晶ディスプレイ（汎用ＰＣ）　）

・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）・信号処理装置（　　　　　　　　　　）

・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）・記録装置　　（　　　　　　　　　　）

4444444 交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置 ・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。・製造者の標準とする。

5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細

6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品6　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）制御内容（　・防火戸用　　・防火ダンパ用　　・防火シャッター用　　・防煙垂れ壁用　）

章章章章章章章 項    目項    目項    目項    目項    目項    目項    目 特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項

適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等適用基準等 　図面、本特記仕様書、標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。　図面、本特記仕様書、標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。　図面、本特記仕様書、標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。　図面、本特記仕様書、標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。　図面、本特記仕様書、標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。　図面、本特記仕様書、標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。　図面、本特記仕様書、標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。

・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令・建築基準法、消防法、その他関係法令

・建築工事安全施工技術指針　　　　　建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達・建築工事安全施工技術指針　　　　　建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達・建築工事安全施工技術指針　　　　　建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達・建築工事安全施工技術指針　　　　　建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達・建築工事安全施工技術指針　　　　　建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達・建築工事安全施工技術指針　　　　　建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達・建築工事安全施工技術指針　　　　　建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達

・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修

・公共住宅建設工事共通仕様書　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修（令和四年版）・公共住宅建設工事共通仕様書　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修（令和四年版）・公共住宅建設工事共通仕様書　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修（令和四年版）・公共住宅建設工事共通仕様書　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修（令和四年版）・公共住宅建設工事共通仕様書　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修（令和四年版）・公共住宅建設工事共通仕様書　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修（令和四年版）・公共住宅建設工事共通仕様書　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修（令和四年版）

工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報工事実績情報

システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS）システム（CORINS） 工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時工事完成時請負金額請負金額請負金額請負金額請負金額請負金額請負金額 工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時工事受注時 登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時登録内容の変更時

工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内工事完成後10日以内500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上500万円以上 変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内変更契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内契約後10日以内

※変更登録　工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）※変更登録　工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）※変更登録　工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）※変更登録　工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）※変更登録　工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）※変更登録　工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）※変更登録　工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）

※期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は含まない※期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は含まない※期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は含まない※期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は含まない※期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は含まない※期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は含まない※期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は含まない

　本工事は、法定外の労災保険を含んでいる。　本工事は、法定外の労災保険を含んでいる。　本工事は、法定外の労災保険を含んでいる。　本工事は、法定外の労災保険を含んでいる。　本工事は、法定外の労災保険を含んでいる。　本工事は、法定外の労災保険を含んでいる。　本工事は、法定外の労災保険を含んでいる。

　本工事の工期は、建築工事・機械設備工事の工期及び工事検査期間として14日を含んでいる。　本工事の工期は、建築工事・機械設備工事の工期及び工事検査期間として14日を含んでいる。　本工事の工期は、建築工事・機械設備工事の工期及び工事検査期間として14日を含んでいる。　本工事の工期は、建築工事・機械設備工事の工期及び工事検査期間として14日を含んでいる。　本工事の工期は、建築工事・機械設備工事の工期及び工事検査期間として14日を含んでいる。　本工事の工期は、建築工事・機械設備工事の工期及び工事検査期間として14日を含んでいる。　本工事の工期は、建築工事・機械設備工事の工期及び工事検査期間として14日を含んでいる。

１　官公署の手続き１　官公署の手続き１　官公署の手続き１　官公署の手続き１　官公署の手続き１　官公署の手続き１　官公署の手続き

　　受注者は、発注者が行うとされている関係官公署への必要な手続きを代行する。　　受注者は、発注者が行うとされている関係官公署への必要な手続きを代行する。　　受注者は、発注者が行うとされている関係官公署への必要な手続きを代行する。　　受注者は、発注者が行うとされている関係官公署への必要な手続きを代行する。　　受注者は、発注者が行うとされている関係官公署への必要な手続きを代行する。　　受注者は、発注者が行うとされている関係官公署への必要な手続きを代行する。　　受注者は、発注者が行うとされている関係官公署への必要な手続きを代行する。

２　施工中の安全確保２　施工中の安全確保２　施工中の安全確保２　施工中の安全確保２　施工中の安全確保２　施工中の安全確保２　施工中の安全確保

３　監理（主任）技術者３　監理（主任）技術者３　監理（主任）技術者３　監理（主任）技術者３　監理（主任）技術者３　監理（主任）技術者３　監理（主任）技術者

　　現場代理人及び監理（主任）技術者は、工事現場内において工事名、工期、写真、所属会社名及び証明印の入った　　現場代理人及び監理（主任）技術者は、工事現場内において工事名、工期、写真、所属会社名及び証明印の入った　　現場代理人及び監理（主任）技術者は、工事現場内において工事名、工期、写真、所属会社名及び証明印の入った　　現場代理人及び監理（主任）技術者は、工事現場内において工事名、工期、写真、所属会社名及び証明印の入った　　現場代理人及び監理（主任）技術者は、工事現場内において工事名、工期、写真、所属会社名及び証明印の入った　　現場代理人及び監理（主任）技術者は、工事現場内において工事名、工期、写真、所属会社名及び証明印の入った　　現場代理人及び監理（主任）技術者は、工事現場内において工事名、工期、写真、所属会社名及び証明印の入った

　名札を着用する。　名札を着用する。　名札を着用する。　名札を着用する。　名札を着用する。　名札を着用する。　名札を着用する。

４　別契約の関連工事との調整等４　別契約の関連工事との調整等４　別契約の関連工事との調整等４　別契約の関連工事との調整等４　別契約の関連工事との調整等４　別契約の関連工事との調整等４　別契約の関連工事との調整等

　　・　施工範囲は「工事区分表」による。　　・　施工範囲は「工事区分表」による。　　・　施工範囲は「工事区分表」による。　　・　施工範囲は「工事区分表」による。　　・　施工範囲は「工事区分表」による。　　・　施工範囲は「工事区分表」による。　　・　施工範囲は「工事区分表」による。

　　・　別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。　　・　別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。　　・　別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。　　・　別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。　　・　別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。　　・　別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。　　・　別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。

　　・　別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行う。　　・　別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行う。　　・　別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行う。　　・　別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行う。　　・　別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行う。　　・　別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行う。　　・　別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行う。

５　施工管理５　施工管理５　施工管理５　施工管理５　施工管理５　施工管理５　施工管理

　　※　施工体制台帳の写しを提出する。　　※　施工体制台帳の写しを提出する。　　※　施工体制台帳の写しを提出する。　　※　施工体制台帳の写しを提出する。　　※　施工体制台帳の写しを提出する。　　※　施工体制台帳の写しを提出する。　　※　施工体制台帳の写しを提出する。

６　施工図及び施工計画書６　施工図及び施工計画書６　施工図及び施工計画書６　施工図及び施工計画書６　施工図及び施工計画書６　施工図及び施工計画書６　施工図及び施工計画書

　　提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。　　提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。　　提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。　　提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。　　提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。　　提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。　　提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。

７　保証書７　保証書７　保証書７　保証書７　保証書７　保証書７　保証書

　　納入した機器について保証書を提出する。　　納入した機器について保証書を提出する。　　納入した機器について保証書を提出する。　　納入した機器について保証書を提出する。　　納入した機器について保証書を提出する。　　納入した機器について保証書を提出する。　　納入した機器について保証書を提出する。

８　引渡し後点検８　引渡し後点検８　引渡し後点検８　引渡し後点検８　引渡し後点検８　引渡し後点検８　引渡し後点検

　　・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後　　・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後　　・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後　　・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後　　・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後　　・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後　　・引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後

　　・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後　　・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後　　・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後　　・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後　　・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後　　・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後　　・引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後

９　疑義に対する協議等９　疑義に対する協議等９　疑義に対する協議等９　疑義に対する協議等９　疑義に対する協議等９　疑義に対する協議等９　疑義に対する協議等

　　　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合い等の関係で、設計図書によることが　　　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合い等の関係で、設計図書によることが　　　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合い等の関係で、設計図書によることが　　　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合い等の関係で、設計図書によることが　　　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合い等の関係で、設計図書によることが　　　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合い等の関係で、設計図書によることが　　　設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合い等の関係で、設計図書によることが

　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。

　　（官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　　（官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　　（官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　　（官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　　（官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　　（官公署手続きは監督員の承諾後とする。）　　（官公署手続きは監督員の承諾後とする。）

　　交通誘導員の配置については、実施伝票（原本）及び配置状況の分かる立会写真の撮影を行い監督員に提出する。　　交通誘導員の配置については、実施伝票（原本）及び配置状況の分かる立会写真の撮影を行い監督員に提出する。　　交通誘導員の配置については、実施伝票（原本）及び配置状況の分かる立会写真の撮影を行い監督員に提出する。　　交通誘導員の配置については、実施伝票（原本）及び配置状況の分かる立会写真の撮影を行い監督員に提出する。　　交通誘導員の配置については、実施伝票（原本）及び配置状況の分かる立会写真の撮影を行い監督員に提出する。　　交通誘導員の配置については、実施伝票（原本）及び配置状況の分かる立会写真の撮影を行い監督員に提出する。　　交通誘導員の配置については、実施伝票（原本）及び配置状況の分かる立会写真の撮影を行い監督員に提出する。

・　日曜日及び祝日に作業を行わない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、・　日曜日及び祝日に作業を行わない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、・　日曜日及び祝日に作業を行わない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、・　日曜日及び祝日に作業を行わない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、・　日曜日及び祝日に作業を行わない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、・　日曜日及び祝日に作業を行わない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、・　日曜日及び祝日に作業を行わない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、

防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器

機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０ ２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０ １．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

機 器 種 別機 器 種 別機 器 種 別機 器 種 別機 器 種 別機 器 種 別機 器 種 別 重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器 重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器設 置 場 所設 置 場 所設 置 場 所設 置 場 所設 置 場 所設 置 場 所設 置 場 所

設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度設計用標準水平震度

V er .2 51 2V er .2 51 2V er .2 51 2V er .2 51 2V er .2 51 2V er .2 51 2V er .2 51 2

なお、標準仕様書において『特記による』と記載されている事項において、特記仕様に記載がない場合は、なお、標準仕様書において『特記による』と記載されている事項において、特記仕様に記載がない場合は、なお、標準仕様書において『特記による』と記載されている事項において、特記仕様に記載がない場合は、なお、標準仕様書において『特記による』と記載されている事項において、特記仕様に記載がない場合は、なお、標準仕様書において『特記による』と記載されている事項において、特記仕様に記載がない場合は、なお、標準仕様書において『特記による』と記載されている事項において、特記仕様に記載がない場合は、なお、標準仕様書において『特記による』と記載されている事項において、特記仕様に記載がない場合は、

監督員との協議による。監督員との協議による。監督員との協議による。監督員との協議による。監督員との協議による。監督員との協議による。監督員との協議による。

の登録の登録の登録の登録の登録の登録の登録

（１.１.13）（１.１.13）（１.１.13）（１.１.13）（１.１.13）（１.１.13）（１.１.13）

（１.１.14）（１.１.14）（１.１.14）（１.１.14）（１.１.14）（１.１.14）（１.１.14）

（１.２.１）（１.２.１）（１.２.１）（１.２.１）（１.２.１）（１.２.１）（１.２.１）

（１.２.４）（１.２.４）（１.２.４）（１.２.４）（１.２.４）（１.２.４）（１.２.４）

（１.３.２）（１.３.２）（１.３.２）（１.３.２）（１.３.２）（１.３.２）（１.３.２）

（１.３.３）（１.３.３）（１.３.３）（１.３.３）（１.３.３）（１.３.３）（１.３.３）

（１.１.５）（１.１.５）（１.１.５）（１.１.５）（１.１.５）（１.１.５）（１.１.５）

（１.１.４）（１.１.４）（１.１.４）（１.１.４）（１.１.４）（１.１.４）（１.１.４）
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項

工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、円滑な進行を図る。工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、円滑な進行を図る。工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、円滑な進行を図る。工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、円滑な進行を図る。工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、円滑な進行を図る。工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、円滑な進行を図る。工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、円滑な進行を図る。

・　する　　　・　しない・　する　　　・　しない・　する　　　・　しない・　する　　　・　しない・　する　　　・　しない・　する　　　・　しない・　する　　　・　しない

登録　・　する　　　・　しない　登録　・　する　　　・　しない　登録　・　する　　　・　しない　登録　・　する　　　・　しない　登録　・　する　　　・　しない　登録　・　する　　　・　しない　登録　・　する　　　・　しない　

建築基準法に基づき風圧荷重計算等の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき風圧荷重計算等の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき風圧荷重計算等の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき風圧荷重計算等の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき風圧荷重計算等の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき風圧荷重計算等の算定には次の条件を用いる。建築基準法に基づき風圧荷重計算等の算定には次の条件を用いる。

・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス　　　・液化石油ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス　　　・液化石油ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス　　　・液化石油ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス　　　・液化石油ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス　　　・液化石油ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス　　　・液化石油ガス・Ａ重油　　・軽油　　・灯油　　・都市ガス　　　・液化石油ガス

上層階上層階上層階上層階上層階上層階上層階
屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋 ２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器

特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器

一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設

防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器

機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５ １．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５ １．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．５１．５１．５１．５１．５１．５１．５

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６
中間階中間階中間階中間階中間階中間階中間階

防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器防振設置機器

機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器機　　　　器

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

１．０１．０１．０１．０１．０１．０１．０

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

０．６０．６０．６０．６０．６０．６０．６

０．４０．４０．４０．４０．４０．４０．４
地階・１階地階・１階地階・１階地階・１階地階・１階地階・１階地階・１階

よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。よる。チャンネルベースに用いる鉄板厚は3.2mm以上とし、亜鉛めっき処理とする。

合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に合 2.5kA以上とし、50AFを超える場合は5kA以上とする。ただし、改修工事等の場合は特記に

主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場主遮断器の遮断容量は5kA以上とし、分岐用遮断器は、主遮断器フレーム容量が50AF以下の場

する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。する。配線用遮断器の遮断容量は、次の値以上とする。

分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入分電盤各回路の名称記入は刻印又はタイプ打ちとし、図面ホルダーを取付、回路図面を挿入

色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。

分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤分電盤・配電盤

施工調査施工調査施工調査施工調査施工調査施工調査施工調査

そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他そ の 他

塗 装塗 装塗 装塗 装塗 装塗 装塗 装

（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）（原則として屋内取付はマンセル値2.5Y9/1、屋外取付は建物に合わせる。）

事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）事前調査　 調査項目（本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う。）

・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部・工事着手に先立ち、設計図面（Ａ　版縮小）製本を提出する。　　　（　　）部３３３３３３３ １１１１１１１

内面内面内面内面内面内面内面 調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス調合ペイント　絶縁ワニス １回塗り１回塗り１回塗り１回塗り１回塗り１回塗り１回塗り
位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類位置ボックス類

露出露出露出露出露出露出露出 調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント ２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上

配 管 類配 管 類配 管 類配 管 類配 管 類配 管 類配 管 類 露出露出露出露出露出露出露出 調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント調合ペイント ２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上２回塗り以上

支 持 金 具支 持 金 具支 持 金 具支 持 金 具支 持 金 具支 持 金 具支 持 金 具 露出露出露出露出露出露出露出 さび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイントさび止め・調合ペイント 各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上各２回塗り以上

・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）・露出配管の塗装する部分（・居室廊下等　　・屋外　　・ＥＰＳ内　　・　　　　　）

なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。なお取付、塗装後は、傷のつかないように十分養生する。

屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。屋外部分の支持金物はステンレス製、又は溶融亜鉛めっき処理とし必要に応じ塗装する。

色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。色彩の決定については監督員の指示による。

電

力

設

備

工

事

電

力

設

備

工

事

電

力

設

備

工

事

電

力

設

備

工

事

電

力

設

備

工

事

電

力

設

備

工

事

電

力

設

備

工

事

 　　　上層階とは地階を除く２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、 　　　上層階とは地階を除く２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、 　　　上層階とは地階を除く２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、 　　　上層階とは地階を除く２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、 　　　上層階とは地階を除く２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、 　　　上層階とは地階を除く２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、 　　　上層階とは地階を除く２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

 　　　１０～１２階建の場合は上層３、１３階建以上の場合は上層４階とする。 　　　１０～１２階建の場合は上層３、１３階建以上の場合は上層４階とする。 　　　１０～１２階建の場合は上層３、１３階建以上の場合は上層４階とする。 　　　１０～１２階建の場合は上層３、１３階建以上の場合は上層４階とする。 　　　１０～１２階建の場合は上層３、１３階建以上の場合は上層４階とする。 　　　１０～１２階建の場合は上層３、１３階建以上の場合は上層４階とする。 　　　１０～１２階建の場合は上層３、１３階建以上の場合は上層４階とする。

 　　　中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。 　　　中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。 　　　中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。 　　　中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。 　　　中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。 　　　中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。 　　　中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とする。２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とする。２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とする。２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とする。２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とする。２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とする。２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とする。
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・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの使用料金　　・受注者負担　　　　・別途

・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途・本引込みより引渡しまでの基本料金　　・受注者負担　　　　・別途引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費引渡しまでの光熱費5555555

構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない工 事 用 電 力工 事 用 電 力工 事 用 電 力工 事 用 電 力工 事 用 電 力工 事 用 電 力工 事 用 電 力4444444

構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない構内既存の施設　　・有償で利用できる　・無償で利用できる　・利用できない工 事 用 水工 事 用 水工 事 用 水工 事 用 水工 事 用 水工 事 用 水工 事 用 水3333333

・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない・敷地内へ建てることができる。　　　　　・できない受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等受注者事務所等2222222

・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）・ナイロンロープ張り　　・木製仮囲い　　・鋼板仮囲い　　・その他（　　    　）工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い工事現場仮囲い1111111

1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式 ・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V・三相3線式 　・6.6kV　　 ・400V　　　・200V１１１１１１１
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・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V・単相3線式　　100/200V

・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V・単相2線式 　・100V　　　・200V

2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法2　施工方法 ・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）・地中配線（・ＦＥＰ　　・ＨＩＶＥ　　・その他　　　　　　　　　　　　　　　　）

・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）・架空配線　電柱（　・遠心力鉄筋コンクリート柱　・鋼管柱　　・　　　　　　　　）

　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）　　　　　　支線（　・要　　　　・不要　）　支柱（　・要　　　　・不要）

3　その他3　その他3　その他3　その他3　その他3　その他3　その他 ・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。・構内柱に所有者名を表示する。

２２２２２２２ 1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式 幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　幹線　・三相3線式　　 　V 　　・単相2線式　　　 V　　
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分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V分岐　・三相3線式　 　　V 　　・単相2線式　　 　V

2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等2　機器への接続等

・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。・動力コンセント設置の場合はプラグ付とする。

・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。・ＰＳ内及び主要個所へは、幹線名称を表示する。

●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●

1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式 ・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V・単相2線式100V 　　・単相2線式200V 　　・直流2線式100V３３３３３３３ ・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V・単相3線式100/200V

2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類2　機器・器具類 ４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。４連以上のスイッチは、ネーム付きとする。

換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。換気扇及び天井扇は、パイロットランプ、ネーム付きとする。

ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）ハイテンションアウトレットは次による。（・外部固定　　・上下動型　　・　　　　）

平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。平行型以外のコンセントはプラグ付きとする。

コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。コンセントのプレートは回路番号を表示する。
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予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具1　照明器具４４４４４４４
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湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。湿気のある場所に設置する器具は全て接地する。

上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。上記以外は特記による。

2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明2　非常照明

3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯3　誘導灯

4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定4　照度測定 ・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）・非常照明　（　・測定（　　）個所　　・設置した各部屋　２ヶ所以上　）

・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。・一般照明　監督員と協議による。

5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等5　予備品等

光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5501)」による。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5501)」による。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5501)」による。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5501)」による。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5501)」による。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5501)」による。光源はLED光源とし、「非常用照明器具技術基準（JIL5501)」による。

・電池内蔵型　　　　・電源別置型・電池内蔵型　　　　・電源別置型・電池内蔵型　　　　・電源別置型・電池内蔵型　　　　・電源別置型・電池内蔵型　　　　・電源別置型・電池内蔵型　　　　・電源別置型・電池内蔵型　　　　・電源別置型

「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」による。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」による。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」による。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」による。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」による。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」による。「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準（JIL5502）」による。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設・配管　　・配線　　・受雷部取付　　・接地極埋設５５５５５５５
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2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部2　受雷部 ・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等・突針　　・棟上げ導体　　・金属製手すり（別途）等

3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体3　避雷導体 ・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体・建築構造体利用　　・引下げ導体

4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極4　接地極 ・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用・建築構造体利用

　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）　（建築基礎完了時等、構造体の接地抵抗を測定し、測定表を監督員に提出する。）

・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付・接地極埋設　試験用接続端子箱取付

5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細5　仕様詳細 ・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。・別図避雷設備仕様（　　/　　図）による。

6　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格6　適用規格 ・JIS Z 9290-3:2019・JIS Z 9290-3:2019・JIS Z 9290-3:2019・JIS Z 9290-3:2019・JIS Z 9290-3:2019・JIS Z 9290-3:2019・JIS Z 9290-3:2019

三角コーン表示）三角コーン表示）三角コーン表示）三角コーン表示）三角コーン表示）三角コーン表示）三角コーン表示）

33333333333333

34343434343434

35353535353535

36363636363636

特記なき場合は、LED照明器具とする。特記なき場合は、LED照明器具とする。特記なき場合は、LED照明器具とする。特記なき場合は、LED照明器具とする。特記なき場合は、LED照明器具とする。特記なき場合は、LED照明器具とする。特記なき場合は、LED照明器具とする。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付１１１１１１１
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2　用途2　用途2　用途2　用途2　用途2　用途2　用途 ・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源・非常照明器具用電源　　・受変電設備制御用電源　　・監視盤用電源
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3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池3　蓄電池 ・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　

・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah・リチウム二次電池（　　）Ah　　・＿＿＿蓄電池（　　）Ah

4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細4　仕様詳細 ・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。・別図直流電源設備仕様（　　/　　図）による。

5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品5　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。
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1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式1　電気方式 一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV一次電圧　　三相3線式　6.6kV１１１１１１１
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二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V二次電圧　　・三相3線式400V 　・三相3線式200V 　・単相3線式100/200V

受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA受電設備容量　　・動力（　　　　）kVA 　・電灯（　　　　）kVA

2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造2　配電盤構造 ・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤・キュービクル式配電盤（　・屋外型ＳＵＳ屋根　・屋内型　）　・開放型配電盤

3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置3　主遮断装置 ・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）・ＰＦ－Ｓ　　・ＣＢ　　・（　　　　　）

4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類4　機器類 変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド変圧器（自冷式、最大値残針付温度計）　　・油入　　・モールド

進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式進相コンデンサ（保護接点、放電装置付）　　・油入　　・モールド　　・ガス絶縁式

リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％リアクトル（警報接点付）　　・油入　　・モールド　　容量（　　　）％

5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類5　計器類 ・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）・機械式（広角度目盛）　　・電子式（最大需要電流計は電気式のみ）

・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付・最大値残針付　　・警報接点付

6666666 デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置デマンド監視装置 ・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし・本工事　　・別途工事　　・なし

7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置7　盤内取付装置 ・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）・換気扇（サーモ付）　・照明（　・扉連動スイッチ　・手動　）　　・（　　　　　　）

※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）※キュービクル内部温度が４０℃以内となるよう換気計算を行う。（周囲温度t0：34.1℃）

　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格　参考：日本配電制御システム工業会規格

8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細8　仕様詳細 ・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。・別図受変電設備仕様（　　/　　図）による。

9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品9　予備品 ・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。・電気標準仕様書によるほか電力ヒューズ現用定格値のものを現用数とする。

1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲1　工事範囲 ・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付・配管　　・配線　　・機器取付２２２２２２２
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2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ2　ＵＰＳ ・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式

・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形・簡易形

3　用途3　用途3　用途3　用途3　用途3　用途3　用途 ・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式4　出力電気方式 ・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式・単相2線式 　・単相3線式 　・三相3線式

5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧5　出力電圧 ・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V・100V　　・100/200V　　・200V

6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力6　定格出力 （　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）（　　　　）kVA　（　　　　分補償）

7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池7　蓄電池 ・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah・ＨＳ型鉛蓄電池（　　）Ah　・ＭＳＥ型鉛蓄電池（　　）Ah　・　　　蓄電池（　　）Ah

8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品8　予備品 予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。予備品は製造者の標準品一式とする。

種類、記入内容等種類、記入内容等種類、記入内容等種類、記入内容等種類、記入内容等種類、記入内容等種類、記入内容等

作成等作成等作成等作成等作成等作成等作成等

　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部

　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）

保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料保全に関する資料

　　（　※　完成図　　・　承諾図　　・　施工図　　）　　（　※　完成図　　・　承諾図　　・　施工図　　）　　（　※　完成図　　・　承諾図　　・　施工図　　）　　（　※　完成図　　・　承諾図　　・　施工図　　）　　（　※　完成図　　・　承諾図　　・　施工図　　）　　（　※　完成図　　・　承諾図　　・　施工図　　）　　（　※　完成図　　・　承諾図　　・　施工図　　）

　　速やかに次の図書を提出する　　速やかに次の図書を提出する　　速やかに次の図書を提出する　　速やかに次の図書を提出する　　速やかに次の図書を提出する　　速やかに次の図書を提出する　　速やかに次の図書を提出する

※　竣工図※　竣工図※　竣工図※　竣工図※　竣工図※　竣工図※　竣工図

　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部　　　提出部数（　　）部

　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）　　　提出仕様（　・　紙ベース　　・　電子データ　　・　　　　　　　）

※　標準仕様書　１.７.２による※　標準仕様書　１.７.２による※　標準仕様書　１.７.２による※　標準仕様書　１.７.２による※　標準仕様書　１.７.２による※　標準仕様書　１.７.２による※　標準仕様書　１.７.２による

提出図書提出図書提出図書提出図書提出図書提出図書提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書完成時の提出図書

中間技術検査中間技術検査中間技術検査中間技術検査中間技術検査中間技術検査中間技術検査技術検査技術検査技術検査技術検査技術検査技術検査技術検査

・　行う（適用箇所：　・　現場説明書による　　・　監督員の指示による）・　行う（適用箇所：　・　現場説明書による　　・　監督員の指示による）・　行う（適用箇所：　・　現場説明書による　　・　監督員の指示による）・　行う（適用箇所：　・　現場説明書による　　・　監督員の指示による）・　行う（適用箇所：　・　現場説明書による　　・　監督員の指示による）・　行う（適用箇所：　・　現場説明書による　　・　監督員の指示による）・　行う（適用箇所：　・　現場説明書による　　・　監督員の指示による）総合試運転調整総合試運転調整総合試運転調整総合試運転調整総合試運転調整総合試運転調整総合試運転調整

機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。機器材料の製造所、製品及び施工業者等は、特記されたもの又は同等以上とする。

ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。ただし、同等以上とする場合は、監督員の承諾を受ける。

工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。工事に使用する機器及び材料は、アスベストを含有しないものとする。

出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）出を省略することができる。）

しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提しを監督員に提出する。（電気標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる資料の提

所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書の写

また、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によってまた、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によって

機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等機器材料等

　　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。　　なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。

　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税される。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税される。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税される。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税される。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税される。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税される。　ては、広島県産業廃棄物埋立税が課税される。

再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進実施書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書搬 出搬 出搬 出搬 出搬 出搬 出搬 出

再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用実施書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書再生資源利用計画書搬 入搬 入搬 入搬 入搬 入搬 入搬 入

工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時工事完了時工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前工事着手前

　　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。　　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。　　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。　　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。　　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。　　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。　　変更が生じた場合は、速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。

※　建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　　（財）日本建設情報総合センター※　建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　　（財）日本建設情報総合センター※　建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　　（財）日本建設情報総合センター※　建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　　（財）日本建設情報総合センター※　建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　　（財）日本建設情報総合センター※　建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　　（財）日本建設情報総合センター※　建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　　（財）日本建設情報総合センター

　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　

　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　

・　工事現場において再利用及び再資源化を図るもの・　工事現場において再利用及び再資源化を図るもの・　工事現場において再利用及び再資源化を図るもの・　工事現場において再利用及び再資源化を図るもの・　工事現場において再利用及び再資源化を図るもの・　工事現場において再利用及び再資源化を図るもの・　工事現場において再利用及び再資源化を図るもの

・　特別管理型産業廃棄物の種類及び処理方法・　特別管理型産業廃棄物の種類及び処理方法・　特別管理型産業廃棄物の種類及び処理方法・　特別管理型産業廃棄物の種類及び処理方法・　特別管理型産業廃棄物の種類及び処理方法・　特別管理型産業廃棄物の種類及び処理方法・　特別管理型産業廃棄物の種類及び処理方法

　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　　　　・　現場説明書による　　・　　

・　発注者に引渡しを要するもの・　発注者に引渡しを要するもの・　発注者に引渡しを要するもの・　発注者に引渡しを要するもの・　発注者に引渡しを要するもの・　発注者に引渡しを要するもの・　発注者に引渡しを要するもの

処理等処理等処理等処理等処理等処理等処理等発生材の処理等発生材の処理等発生材の処理等発生材の処理等発生材の処理等発生材の処理等発生材の処理等

鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール鋼管柱・外灯ポール 発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。発錆防止のため、コンクリート根巻きを行う。

既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。既設ハンドホールの作業時は清掃、水抜きを行う。

蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）蓋の記号表記（・鋳型流込み　　　・電力　　　・電気　　　・電話　　　・弱電）

造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。造とする。ハンドホール内の行先表示板はアクリルプレート掘り込み文字とする。

ハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホールハンドホール 構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構構造は完全防水型とし、蓋にゴムパッキンをはめ、４ヶ所をステンレスボルトで締付ける構

印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。印のシールを貼る。

○OA○OA○OA○OA○OA○OA○OA○火○火○火○火○火○火○火○警○警○警○警○警○警○警○TV○TV○TV○TV○TV○TV○TV○放○放○放○放○放○放○放 ＯＡＯＡＯＡＯＡＯＡＯＡＯＡ自火報自火報自火報自火報自火報自火報自火報防犯防犯防犯防犯防犯防犯防犯テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴テレビ共聴放送放送放送放送放送放送放送　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示　　　　　　表示

○イ○イ○イ○イ○イ○イ○イ○時○時○時○時○時○時○時○Ｔ○Ｔ○Ｔ○Ｔ○Ｔ○Ｔ○Ｔ○灯○灯○灯○灯○灯○灯○灯○動○動○動○動○動○動○動 インターホンインターホンインターホンインターホンインターホンインターホンインターホン電気時計電気時計電気時計電気時計電気時計電気時計電気時計電話電話電話電話電話電話電話電灯電灯電灯電灯電灯電灯電灯動力動力動力動力動力動力動力カバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートのカバープレートの

プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質プレートの材質 ・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）・ステンレス製　　　・樹脂製　　　・新金属　　　・その他（　　　　）

・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。・天井内の区画壁には、貫通する予備配管（31）を２本設置する。　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工　及び予備配管施工

防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理防火区画の貫通処理 ・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。・防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。

特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。特記なき場合は、ＰＦＳ（ＰＦ１重）とする。合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管合成樹脂可とう電線管

盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。盤まわりの配管相互は、30mm以上離し整然と配列する。

スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。スラブ厚の1/4を超える外径の配管（31を超えるもの）は、打込みをさける。　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他　　　　　その他

屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ内配管は、行わない。（天井のない部分は別途協議する。）屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管屋上スラブ配管

溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。溶融亜鉛めっき電線管の接続は防水ねじなしカップリングとする。

い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）い。（ただし、屋外配管布設時はねじなし電線管を使用しない。）　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用　　　　　　使用

薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよ薄鋼電線管を使用することになっている部分は、同一外径のねじなし電線管を使用してもよねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管のねじなし電線管の

長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。長さ1m以上の通線を行わない配管には、1.2mm以上の導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。導 入 線導 入 線導 入 線導 入 線導 入 線導 入 線導 入 線

場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。場合は、綿紐・ビニール被覆バインド線などを使用する。

特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する特記以外はＥＭ電線・ケーブルを使用する。ケーブルラック・ポール等へ電線類を結束する電 線 類電 線 類電 線 類電 線 類電 線 類電 線 類電 線 類

接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）接地標示板（・黄銅板製　　　　・ステンレス板製）埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等埋 設 標 示 等

標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）標示柱（・鋳鉄ダクタイル打込柱　・コンクリート柱　　・キャッツアイ）

標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）標識シート（Ｗシート150mm） （・高圧6600V　 ・低圧　・その他）

埋 設 深 さ埋 設 深 さ埋 設 深 さ埋 設 深 さ埋 設 深 さ埋 設 深 さ埋 設 深 さ

接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事接　地　工　事

地 中 配 線地 中 配 線地 中 配 線地 中 配 線地 中 配 線地 中 配 線地 中 配 線

結 露 防 止結 露 防 止結 露 防 止結 露 防 止結 露 防 止結 露 防 止結 露 防 止

耐 震 施 工耐 震 施 工耐 震 施 工耐 震 施 工耐 震 施 工耐 震 施 工耐 震 施 工

特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。特記なき場合は、ＧＬ－600以上、舗装のある場合は路盤下－600以上とする。

Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。Ａ種接地、Ｂ種接地、Ｃ種接地工事の接地極は、特記なき場合銅板とする。

地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。地中配線はハンドホール内で余長を取り（1m程度）回路表示をする。

外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。外気に面する壁、スラブ等で打込みとなる位置ボックスは、保温、結露防止処理を行う。

設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定する方法によるただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定する方法によるただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定する方法によるただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定する方法によるただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定する方法によるただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定する方法によるただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定する方法による

１）設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽類にあっては有効質量）に、１）設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽類にあっては有効質量）に、１）設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽類にあっては有効質量）に、１）設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽類にあっては有効質量）に、１）設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽類にあっては有効質量）に、１）設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽類にあっては有効質量）に、１）設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽類にあっては有効質量）に、

 　　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 　　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 　　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 　　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 　　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 　　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 　　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）建物の種別（・特定の施設　・一般の施設）

重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置重要機器　（・配電盤　　　・発電設備　　　　・交換機　　　　　・直流電源装置

　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）　　　　　　・ＵＰＳ装置　・火災報知受信機　・中央監視装置　　・　　　　　　）

　　計画書（実施書）を提出する。なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　　計画書（実施書）を提出する。なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　　計画書（実施書）を提出する。なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　　計画書（実施書）を提出する。なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　　計画書（実施書）を提出する。なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　　計画書（実施書）を提出する。なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。　　計画書（実施書）を提出する。なお、これにより難い場合は、監督員と協議する。

※　工事請負契約締結後、監督員から通知※　工事請負契約締結後、監督員から通知※　工事請負契約締結後、監督員から通知※　工事請負契約締結後、監督員から通知※　工事請負契約締結後、監督員から通知※　工事請負契約締結後、監督員から通知※　工事請負契約締結後、監督員から通知

　　・ＣＡＤデータ（媒体（ＣＤーＲ等）、データ形式等は監督員の指示による。）　　・ＣＡＤデータ（媒体（ＣＤーＲ等）、データ形式等は監督員の指示による。）　　・ＣＡＤデータ（媒体（ＣＤーＲ等）、データ形式等は監督員の指示による。）　　・ＣＡＤデータ（媒体（ＣＤーＲ等）、データ形式等は監督員の指示による。）　　・ＣＡＤデータ（媒体（ＣＤーＲ等）、データ形式等は監督員の指示による。）　　・ＣＡＤデータ（媒体（ＣＤーＲ等）、データ形式等は監督員の指示による。）　　・ＣＡＤデータ（媒体（ＣＤーＲ等）、データ形式等は監督員の指示による。）
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完成図完成図完成図完成図完成図完成図完成図

 　　地域係数（ ・ １．０　 ・ ０．９　 ・ ０．８ ）と、 　　地域係数（ ・ １．０　 ・ ０．９　 ・ ０．８ ）と、 　　地域係数（ ・ １．０　 ・ ０．９　 ・ ０．８ ）と、 　　地域係数（ ・ １．０　 ・ ０．９　 ・ ０．８ ）と、 　　地域係数（ ・ １．０　 ・ ０．９　 ・ ０．８ ）と、 　　地域係数（ ・ １．０　 ・ ０．９　 ・ ０．８ ）と、 　　地域係数（ ・ １．０　 ・ ０．９　 ・ ０．８ ）と、

設備機器の固定は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」（平成２５年版・国設備機器の固定は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」（平成２５年版・国設備機器の固定は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」（平成２５年版・国設備機器の固定は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」（平成２５年版・国設備機器の固定は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」（平成２５年版・国設備機器の固定は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」（平成２５年版・国設備機器の固定は「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説」（平成２５年版・国

土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版土交通省大臣官房官庁営繕部監修）及び「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版

一般財団法人日本建築センター発行）による。一般財団法人日本建築センター発行）による。一般財団法人日本建築センター発行）による。一般財団法人日本建築センター発行）による。一般財団法人日本建築センター発行）による。一般財団法人日本建築センター発行）による。一般財団法人日本建築センター発行）による。

（１.７.３）（１.７.３）（１.７.３）（１.７.３）（１.７.３）（１.７.３）（１.７.３）

　　※電子データ提出（施工図含む）　　一式（福山市竣工図電子データ作成要領による。）　　※電子データ提出（施工図含む）　　一式（福山市竣工図電子データ作成要領による。）　　※電子データ提出（施工図含む）　　一式（福山市竣工図電子データ作成要領による。）　　※電子データ提出（施工図含む）　　一式（福山市竣工図電子データ作成要領による。）　　※電子データ提出（施工図含む）　　一式（福山市竣工図電子データ作成要領による。）　　※電子データ提出（施工図含む）　　一式（福山市竣工図電子データ作成要領による。）　　※電子データ提出（施工図含む）　　一式（福山市竣工図電子データ作成要領による。）

（１.７.２）（１.７.２）（１.７.２）（１.７.２）（１.７.２）（１.７.２）（１.７.２）

※　標準仕様書１.７.２及び１.７.３による　※　工事関係図書　※　監督員が指示したもの※　標準仕様書１.７.２及び１.７.３による　※　工事関係図書　※　監督員が指示したもの※　標準仕様書１.７.２及び１.７.３による　※　工事関係図書　※　監督員が指示したもの※　標準仕様書１.７.２及び１.７.３による　※　工事関係図書　※　監督員が指示したもの※　標準仕様書１.７.２及び１.７.３による　※　工事関係図書　※　監督員が指示したもの※　標準仕様書１.７.２及び１.７.３による　※　工事関係図書　※　監督員が指示したもの※　標準仕様書１.７.２及び１.７.３による　※　工事関係図書　※　監督員が指示したもの

（１.７.１）（１.７.１）（１.７.１）（１.７.１）（１.７.１）（１.７.１）（１.７.１）

（１.６.２）（１.６.２）（１.６.２）（１.６.２）（１.６.２）（１.６.２）（１.６.２）

（１.５.５）（１.５.５）（１.５.５）（１.５.５）（１.５.５）（１.５.５）（１.５.５）

（１.４.２）（１.４.２）（１.４.２）（１.４.２）（１.４.２）（１.４.２）（１.４.２）

※　本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※　本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※　本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※　本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※　本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※　本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい※　本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物につい

　　　　また、建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により　　　　また、建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により　　　　また、建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により　　　　また、建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により　　　　また、建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により　　　　また、建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により　　　　また、建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により

　　　本工事は登録対象工事であるため、受注者は、施工計画時、工事完了時及び登録情報の　　　本工事は登録対象工事であるため、受注者は、施工計画時、工事完了時及び登録情報の　　　本工事は登録対象工事であるため、受注者は、施工計画時、工事完了時及び登録情報の　　　本工事は登録対象工事であるため、受注者は、施工計画時、工事完了時及び登録情報の　　　本工事は登録対象工事であるため、受注者は、施工計画時、工事完了時及び登録情報の　　　本工事は登録対象工事であるため、受注者は、施工計画時、工事完了時及び登録情報の　　　本工事は登録対象工事であるため、受注者は、施工計画時、工事完了時及び登録情報の

（１.３.９）（１.３.９）（１.３.９）（１.３.９）（１.３.９）（１.３.９）（１.３.９）

　規程、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版（以下「標準　規程、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版（以下「標準　規程、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版（以下「標準　規程、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版（以下「標準　規程、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版（以下「標準　規程、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版（以下「標準　規程、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和７年版（以下「標準

　仕様書」という。）、同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和７年版、　仕様書」という。）、同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和７年版、　仕様書」という。）、同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和７年版、　仕様書」という。）、同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和７年版、　仕様書」という。）、同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和７年版、　仕様書」という。）、同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和７年版、　仕様書」という。）、同営繕部設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和７年版、

（３）特記事項に記載の（　．　．　）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３）特記事項に記載の（　．　．　）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３）特記事項に記載の（　．　．　）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３）特記事項に記載の（　．　．　）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３）特記事項に記載の（　．　．　）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３）特記事項に記載の（　．　．　）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。（３）特記事項に記載の（　．　．　）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　本工事は、交通誘導員として　  人を見込んでいる。　　本工事は、交通誘導員として　  人を見込んでいる。　　本工事は、交通誘導員として　  人を見込んでいる。　　本工事は、交通誘導員として　  人を見込んでいる。　　本工事は、交通誘導員として　  人を見込んでいる。　　本工事は、交通誘導員として　  人を見込んでいる。　　本工事は、交通誘導員として　  人を見込んでいる。

福山市霞町一丁目１０番１号福山市霞町一丁目１０番１号福山市霞町一丁目１０番１号福山市霞町一丁目１０番１号福山市霞町一丁目１０番１号福山市霞町一丁目１０番１号福山市霞町一丁目１０番１号

4,837.894,837.894,837.894,837.894,837.894,837.894,837.89 ㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡

（図書館棟）ＳＲＣ造、一部ＲＣ造、延べ面積9807.84㎡（図書館棟）ＳＲＣ造、一部ＲＣ造、延べ面積9807.84㎡（図書館棟）ＳＲＣ造、一部ＲＣ造、延べ面積9807.84㎡（図書館棟）ＳＲＣ造、一部ＲＣ造、延べ面積9807.84㎡（図書館棟）ＳＲＣ造、一部ＲＣ造、延べ面積9807.84㎡（図書館棟）ＳＲＣ造、一部ＲＣ造、延べ面積9807.84㎡（図書館棟）ＳＲＣ造、一部ＲＣ造、延べ面積9807.84㎡

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

１２１２１２１２１２１２１２

１１１１１１１
福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事

改修改修改修改修改修改修改修

２２２２２２２

Ａ３版を完成図書に綴るＡ３版を完成図書に綴るＡ３版を完成図書に綴るＡ３版を完成図書に綴るＡ３版を完成図書に綴るＡ３版を完成図書に綴るＡ３版を完成図書に綴る ２２２２２２２ 部部部部部部部

２０２６年６月２０２６年６月２０２６年６月２０２６年６月２０２６年６月２０２６年６月２０２６年６月

５・６５・６５・６５・６５・６５・６５・６・別図中央監視制御設備仕様（　　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　　/　　図）による。・別図中央監視制御設備仕様（　　　/　　図）による。１２１２１２１２１２１２１２



・ する

　材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮する。

する（適用箇所：　・　現場説明書による　　・　　　　）

、（ ）福 山 市 機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書

機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 № １

福山市建設局建築部設備課

一

般

共

通

事

項

　　　部その他 工事着手に先立ち、設計図面 （ Ａ３版縮小 ） 製本を提出する。

Ⅰ　工事概要

１．工事場所

２．敷地面積

３．工事種目

（１）

㎡

※　 契約締結後１４日以内に実施工程表を提出するものとする。

Ⅱ　工事仕様

１．図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の

による。

それぞれの特記仕様書を適用する。

３．特記仕様書の適用は次による。

（２）特記事項は、・　印の付いたものを適用する。

・　印と　※　印の付いた場合は、共に適用する。

・　印の付かないものは、※印の付いたものを適用する。

（１）項目は、　　印の付いたものを適用する。・

令和７年版」（以下「標準仕様書」という。）

（　　／　　）図による。

（３）特記事項に記載の（　．　．　）内の表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

２．建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は、建築工事及び電気設備工事は

なお、建築工事の特記仕様書は（　　／　　）図、電気設備工事の特記仕様書は

Ⅲ 設備概要 （○印のついたものを適用する。）

給 水 方 式

排 水 方 式 ・　自然流下　・　ポンプ排水　（　・ 汚物　・ 水　・ 雑排水　）

給

排

水

衛

生

設

備

汚　水 ・　直放流下水管　　　　・　浄化槽
放流先

雑排水 ・　直放流下水管　　　　・　浄化槽　　　　・　側溝　　　　・　別途桝

　方式　（　・ 局所式　・ 中央式　）
給 湯 設 備

　熱源　（　・ 電気　･ 都市ガス　・ 液化石油ガス　・ 灯油　・ Ａ重油　）

・　屋内消火栓　・　連結送水管　・　屋外消火栓　・　スプリンクラー

・　粉末消火　・　消防用水　・　泡消火　・　連結散水　・　消火器
消 火 設 備

・　フード等用簡易自動消火　　・ 二酸化炭素消火　　･ 不活性ガス消火

本工事は、法定外の労災保険を含んでいる。

本特記仕様書において、「監督職員」と記載があるものは「監督員」と読み替えるものとする。

本工事の工期は、建築工事・電気設備工事の工期及び工事検査期間として14日を含んでいる。

Ⅲ　福山市機械設備工事仕様

官公署の手続き１．

受注者は、発注者が行うとされている関係官公署への必要な手続きを代行する。（官公署手続きは監督職員の承諾後とする。）

２．施工中の安全確保

本工事は、交通誘導員として　 　 人を見込んでいる。

交通誘導員の配置については、実施伝票（原本）及び配置状況の分かる立会写真の撮影を行い監督職員に提出する。

監理（主任）技術者３．

現場代理人及び監理（主任）技術者は、工事現場内において工事名、工期、写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用する。

４．別契約の関連工事との調整等

別契約の関連工事受注者が足場などを使用する場合は無償とする。

別契約の関連工事受注者と工程を含めた総合的な打合せを定期的に行う。

・

・

・

施工範囲は「工事区分表」による。

５．施工管理

※ 施工体制台帳の写しを提出する。

施工図及び施工計画書

提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に移譲する

６．

ものとする。

保証書７．

納入した機器について保証書を提出する。

引渡し後点検

・

・

８．

引渡し後点検（第２次点検）　引渡しの概ね２年後

引渡し後点検（第１次点検）　引渡しの概ね１年後

引渡し後、次の点検を行う。（○印のついたものを適用する。）

９．疑義に対する協議等

　 設計図書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取り合い等の関係で、設計図書によることが困難

　 若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。

章 項 目 特 記 事 項

・公共住宅建設工事共通仕様書　国土交通省住宅局住宅総合整備課監修（令和元年版）

・建築基準法、消防法、その他関係法令

・建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)建設経済局建設業課・住宅局建築指導課監修

・建築工事安全施工技術指針　　　　　建設大臣官房官庁営繕部監督課長通達

適用基準等

　図面、本特記仕様書、標準仕様書に記載のない事項は次の基準による。

一

般

共

通

事

項

保温材

イ）　ポリスチレンフォーム －給水配管、排水配管の多湿場所

ロ）　グラスウール 　－－－－給水配管、給湯配管、ダクト類、冷温水配管等

ハ）　ロックウール　 －－－－ 排気ダクト、排煙ダクト

鋼管類の地中埋設

ブチルゴム系絶縁テープ （１/２重ね、２回巻）

熱収縮材

鋼管類の地中埋設 防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ （ ＪＩＳ　Ｚ　１９０１○ア  0.4m/m ）１/２重ね、２回巻

（コンクリート内等）

塗装 標準仕様書及び図示による。

外壁の地中部分で水密を要する部分のスリーブは、つば付き鋼管とし、地中部分で水密をスリーブ

要しない部分のスリーブは、硬質ポリ塩化ビニル管（ＶＵ）とする。

紙製仮枠としてもよい。）

機器性能 図面に記載されている数値以上とする。

電気容量 　　　　〃　　　　　　　以下とする。

防火区画の貫通処理 防火区画の貫通部の処理は、建築基準法令に適合する工法とする。

溶接配管の検査 ・ ガス配管　　・蒸気配管　　・ 冷温水配管　　・ 冷却水配管　　・油管

非破壊検査の適用　　※ 無し

                判定基準　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

抜取率は　　　　　　　　　 ・ 標準仕様書による　　　　　 

（柱及び梁以外の箇所で、開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が200mm以下の部分は、

ペトロラタム系防食テープ （ １/２重ね、１回巻き）＋プラスチックテープ（１/２重ね、１回巻き）

　　　　　　　　　・ 有り（・ 放射線透過検査　・ 浸透探傷検査または磁粉探傷検査）

（１.２.４）

（１.２.１）

（１.１.14）

実施工程表

遠隔臨場の実施

工事の記録等

無し・

適用する

遠隔臨場の適用及び実施内容

概成工期

報告に用いる書式等

現場説明書による

着手前・工事中写真

撮影仕様

提出仕様

提出部数

（

（

（

※

※

Ｌ判程度（カラー）

Ａ４判印刷、若しくはＡ４判写真帳

１部

）

）

）

標準仕様書１.２.４（４）により整備する工事写真については次による

実施内容（　・　現場説明書による　　・　　　　　　　）

有り（　・　現場説明書による　　・　　　　　　）

・

※

・

・

・

・

・

「営繕工事写真撮影要領による工事写真撮影ガイドブック建築工事編及び解体工事編

電気保安技術者

・

配置

（１.３.５）施工条件

現場説明書による

この限りでない。

標準仕様書１.３.５（１）以外の施工条件

・

作業時間は、原則午前８時から午後５時までとし、通学時間帯を考慮する。

日曜日及び祝日に作業を行わない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、・

・

・

（１.３.11）発生材の処理等

工事現場において再利用及び再資源化を図るもの

発注者に引渡しを要するもの

現場説明書による・

・現場説明書による・

特別管理型産業廃棄物の種類及び処理方法

・現場説明書による・

処理等

建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）　　（財）日本建設情報総合センター

計画書（実施書）を提出する。なお、これにより難い場合は、監督職員と協議する。

　また、建設リサイクル法に規定する建設資材を搬入（搬出）する場合は、次表により

　本工事は登録対象工事であるため、受注者は、施工計画時、工事完了時及び登録情報の変更が

生じた場合は、速やかに当該システムにデータの登録を行うものとする。

・

・

・

※

施工計画時 工事完了時

搬入 再生資源利用計画書 再生資源利用実施書

搬出 再生資源利用促進計画書 再生資源利用促進実施書

なお、本工事では広島県産業廃棄物埋立税相当額を含んでいる。

本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、

広島県産業廃棄物埋立税が課税される。

※

（１.３.３）

（１.４.２）

技能士 適用

適用する技能検定の職種及び作業の種別は次表による。

　・ 配管施工　　　　　　　　（建築配管作業）    
　・ 熱絶縁施工　　　　　　　（保温、保冷、防湿）

　・ 冷凍・空気調和機器施工　（機器据付及び整備）    

　・ 建築板金施工　　　　　　（ﾀﾞｸﾄ製作及び取付）    

（１.５.２）

施工の検査等 見本施工の実施

しない・

・

（１.５.４）

総合試運転調整

・

（１.５.６）

・　風量調整　・　水量調整　・　室内外空気の温湿度の測定　・　室内気流及びじんあいの測定

濃度測定

（１.５.10）化学物質の

・ 適用する

濃度測定の実施

電子データ提出

ＣＡＤデータ（媒体（ＣＤ－Ｒ等）、データ形式等は監督職員の指示による。

一式（福山市竣工図電子データ作成要領による。）※

・
（１.７.３）

提出部数（　　　　　）部

作成等

提出仕様（　・　紙べース　　・　電子データ　　・ 　　　　　　)

情報共有システムの適用及び機能要件

機能要件 （

・　適用する

・　現場説明書による ）

書面の書式及び取扱い （１.１.５）

登録 （１.１.４）

工事受注時 登録内容の変更時 工事完成時請負金額

500万円以上 契約後10日以内 変更契約後10日以内 工事完成後10日以内

※変更登録　工期、技術者等に変更が生じた場合に行う（請負代金のみ変更の場合、登録不要）

※期間には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日は含まない

工事完成時に完成写真を撮影し、監督職員に提出する。

※枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省

変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置

方式又は（３）手すり先行専用足場方式により行う。

平成21年4月）の手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体

　・ 内部足場　（　・ 単管足場　・ 枠組足場　）

建築工事等に伴う足場及び安全仮囲いは、無償にて使用できる。足場

撮影箇所、撮影仕様、提出方法は監督員と協議する

情報共有システム

ことにより、効率化を図る情報共有システムの対象工事である。

当該サービス提供者との契約は受注者が行い利用料を支払うものとする。

 　受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに

・ 発注者指定型

本工事は、インターネットを利用して、受発注者間の情報を電子的に交換・共有する

本工事で利用する情報共有システムは、「広島県工事中情報共有システム」とし、

及び「情報共有システム利用手引（建築工事）」によるものとする。

　 共通仮設費として情報共有システムの利用料を見込んでいる。

 
 　当該事由を記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで

 　本システムを利用しないことができる。

 　工事費には情報共有システムの利用料を見込んでいない。

・ 受注者希望型（契約時の請負金額が５００万円以上のものに限る）

 　その旨を申し出て、本システムを利用するものとする。

 　その場合の請負金額の変更については、情報共有システムの利用料を共通仮設費に

 　見込むものとし、本システムの利用を確認した後に変更契約を行うものとする。

 　本システムの利用を希望する受注者は、工事着手までに工事打合せ簿により、監督員に

運用に当たっては、「福山市発注工事における情報共有システム利用実施要領(建築工事)」

総合試運転調整

・　騒音の測定　・　飲料水の水質の測定　・　雑用水の水質の測定　　・ 浄化槽の放流水質

行う（適用箇所：　・　現場説明書による　　・　監督員の指示による）

説明板 監督員と協議の上、設備機器類（ボイラー、冷凍機、ポンプ、空気調和機等）及び一連の

装置等の取扱い要領を記載した説明板を作成し、指示する箇所に取付ける。

電線類 特記なき場合は、ＥＭ電線・ケーブルとする。

機器附属の制御盤 標準仕様書によるほか下記による。

・ 運転ブロック図に適合するものとする。

・ ボイラー及び冷温水機等の附属盤の始動スイッチ二次側に煤煙濃度計用の電源端子を

設ける。接点及び端子は、標準仕様書を 　　　　　※ 適用する　・ 機器表特記による

インバーター用の制御及び操作盤は標準仕様書を 　※ 適用する　・ 機器表特記による

防振継手 ・ 合成ゴム製 （ 球形 ）　　　　・ ベローズ形

埋設表示

排水管を除く地中配管には、土被り150㎜程度の深さに埋設表示用テープを埋設する。

はつり工事 既存のコンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則としてダイヤモンドカッターによる。

・ 放射線透過検査等　　　　　　・ 必要　　　　　　　　　・ 不要

補修など 工事の施工に伴い既成部分を汚染または損傷した場合は、既成にならい補修する。

支持金物・固定金具 ポンプ及び屋外設置機器のアンカーボルト、ナットはステンレス製 （ ＳＵＳ３０４ ）

とし、屋外の配管、ダクトに使用する支持金物等はステンレス製 （ ＳＵＳ３０４ ） 

又は溶融亜鉛めっき仕上げとする。

耐震施工 設備機器の固定は「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」（平成８年版・建設大臣

標準仕様書によるほか図示の箇所に設ける。（舗装部分は ・ 鉄製　・ コンクリート製）

４．工事範囲

消防法令に基づく防火対象物 消防法施行令別表一 （ ） 項

工 事 種 目 工 事 種 目

１． 給排水衛生設備工事

ガス設備工事２．

３．

４．

自動制御設備工事

標準仕様書によるが、特記のないかぎり下記を標準とする。

※ ・（ ）

・

※ 竣工図

速やかに次の図書を提出する

Ａ３判を２つ折りにして製本　　　　　部

完成図 施工図

部・

（１.６.２）技術検査 中間技術検査

※ 工事請負契約締結後、監督職員から通知

（１.７.１）

完成図 （１.７.２）

※

提出部数（　　　　　）部

提出仕様（　・　紙べース　　・　電子データ　　・ 　　　　　　)

標準仕様書　１.７.２による

提出図書

※ 標準仕様書１.７.２及び１.７.３による

種類、記入内容等

・ 測定対象化学物質（　　　　　　　）・ 測定方法（　　　　　　　　　）

・ 測定対象室（　　　　　　　　　　）・ 測定箇所（　　　　　　　　　）

施工調査

※石綿事前調査

事前調査　 調査項目

※本工事範囲において着工前に納まり等の調査を行う

Ver.2512

・　衛生器具設備工事

・　給水設備工事

・　排水設備工事

・　給湯設備工事

・　消火設備工事

・　厨房機器設備工事

・　都市ガス設備

・　液化石油ガス設備

浄化槽設備工事

空気調和設備工事

・　空気調和設備工事

・　換気設備工事

・　排煙設備工事

５．

 設計用標準水平震度

上　 層 　階

屋上及び塔屋

地 階・１ 階

中　 間 　階

設 置　場 所

 　　　

水　 槽 　類

防振設置機器

機　　　　器

防振設置機器

水　 槽 　類

機　　　　器

水　 槽 　類

防振設置機器

機　　　　器

機 器　種 別

１．５

１．０

１．０

１．５

１．５

１．５

２．０

２．０

２．０

重要機器

・ 特定の施設

１．０

１．０

０．６

１．０

１．０

１．５

１．５

２．０

１．５

一般機器

１．０

１．０

０．６

１．０

１．０

１．５

１．５

２．０

１．５

重要機器

・ 一般の施設

０．６

０．６

０．４

１．０

０．６

０．６

１．０

１．５

１．０

一般機器

 　　 　　地域係数（ ・ １．０　 ※ ０．９　 ・ ０．８ ）と、

 　　次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。

設備機器の固定は、次に示す設計用地震力に耐える方法とする。

１）設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽類にあっては有効質量）に、

２）設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の１／２とする。

法人日本建築センター発行）による。

ただし、重量1kN以下の軽量な機器については、設備機器の製造者の指定する方法による

 　　　１０～１２階建の場合は上層３、１３階建以上の場合は上層４階とする。
 　　　中間階とは地階、１階を除く各階で上層階に該当しないもの。

 　　　重要機器は次のものを示す。

 　　　 ・ 給水機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

 　　　 ・ 排水機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

 　　　 ・ 換気機器　 ・ 空調機器　 ・ 熱源機器　 ・ 防災機器

 　　　 ・ 監視制御設備　 ・ 危険物貯蔵装置　 ・ 火を使用する設備

 　　　 ・ 避難経路上に設置する機器

（　・　分析調査を行う　）

・ 本工事で設置する ※足場を設置しない場合は脚立、可搬式作業台等による

・　直結直圧式　・　直結増圧式　・　受水槽方式（ ・ 高置水槽式　・ ポンプ加圧式 ）

ガ ス 設 備 ・　都市ガス　種別１３Ａ（４５ＭＪ/Ｎ）　・　液化石油ガス

浄 化 槽 ・　小規模合併処理　　　　　　・　合併処理

・　空気調和（　・中央ダクト方式　　・各階ユニット方式　・パッケージ方式

　　　　　　　  ・　ファンコイルユニット、ダクト併用方式　・　　　　　　）

空

気

調

和

設

備

換 気 設 備 ・　１種換気　　　・　２種換気　　　・　３種換気　　　・　全熱交換器

排 煙 設 備 ・　機械排煙（　・有り　・無し　）　・　適用法則（　・建基法　・消防法　）

自 動 制 御 設 備 ・　自動制御方式（・電気式・電子式・デジタル式　）・　中央監視制御装置

・　冷凍機（　・空気熱源ヒートポンプユニット　・　水冷チリングユニット　

・　吸収冷温水機ユニット　）

・　コージェネレーション装置　　・　氷蓄熱ユニット　・　冷却塔

・　ユニット形空気調和機　　・　コンパクト形空気調和機　・　デシカント空気調和機

空気調和方式等

・　マルチパッケージ形空気調和機　・　ガスエンジン式パッケージ形空気調和機

・　ファンコイルユニット　・　パッケージ形空気調和機空 気 調 和 機

・　遠心冷凍機　　・　吸収冷凍機　・　吸収冷温水機　　

・　ボイラー（　　　　　　　　　　）　・　温水発生機（　　　　　　　　　　）

主 要 熱 源 機 器

　・ 外部足場　（　・ 枠組足場　・ 単管足場　）　・　防護シート設置

・ ポリブテン管　　　　　　　　　（ＪＩＳ　Ｋ ６７７８、ＪＩＳ　Ｋ ６７９２）

給

水

設

備

（ 屋　外 ）

11 管 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　　（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６） ＳＧＰ－ＶＢ

・ 内外面水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６） ＳＧＰ－ＶＤ

・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管　　（ＪＩＳ　Ｋ ６７４２） （ ・ ＨＩＶＰ ・ ＶＰ）

・ 架橋ポリエチレン管　　　　　　（ＪＩＳ　Ｋ ６７６９、ＪＩＳ　Ｋ ６７８７）

・ 一般配管用ステンレス鋼管　 　 （ＪＩＳ　Ｇ ３４４８）　ＳＵＳ３０４ 

12 弁 ・ ＪＩＳ　10Ｋ　　　　　（市水道に直結する配管に使用）

・ ＪＩＳ　５Ｋ　　　　　（高架水槽以降の配管に使用）

13 弁桝 ・ 市規格品　　　　・ VC形　　　　・ 市販品

14 量水器 ・ 買入　　　　　　  ・ 借用

15 量水器桝 ・ 水道局規格形　　　・ MC形

16 埋設深さ ・ 300mm以上（車両道路以外）　・ 600mm以上（車両道路）　・ 凍結深度(400mm)以上

17 建物導入部配管 ・ 標準図による。

・ 変位を吸収できるようにスリークッションとする。

18 隔測メーター ・ リモート型　　　　　・ 流量計　　　　　　台

19 その他 鋼管の接合は管端コア付継手等を使用する。

給水管の最小管径は、原則として呼び径20とする。

水圧試験は配管途中、隠ぺい埋戻し前又は配管完了後の被覆施工前に、監督員立会いの上、

規定の水圧試験を行う。

・ 配管工事中に管内に異物の混入なきよう充分に注意し、工事完成前に監督員立会いの上、

　 水質検査をして結果を報告する。

・ 飲料水以外の給水管は、誤接続がないことを確認するため衛生器具等の取付完了後、

　 系統毎に着色水を用いた通水試験等を行う。

・ ポリエチレン管　　　　　　　　（ＪＩＳ　Ｋ ６７６２、 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４）
(図示50A未満)

(図示50A未満)

（ 屋　内 ）

1 給水方式 ・ 直結直圧式　　・ 直結増圧式　　・ 高置水槽式　　・ 受水槽方式

2 管 ・ 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管　　　（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６） ＳＧＰ－ＶＢ

・ 内外面水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＪＷＷＡ　Ｋ　１１６） ＳＧＰ－ＶＤ

・ 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 　 （ＪＩＳ　Ｋ ６７４２） （ ・ ＨＩＶＰ ・ ＶＰ）

・ 架橋ポリエチレン管　　　　 　 （ＪＩＳ　Ｋ ６７６９、 ＪＩＳ　Ｋ ６７８７）

・ ポリブテン管 　　　　　　　　 （ＪＩＳ　Ｋ ６７７８、 ＪＩＳ　Ｋ ６７９２）

・ ポリエチレン管　　　　　　  　（ＪＩＳ　Ｋ ６７６２、 ＪＷＷＡ　Ｋ　１４４）

・ 一般配管用ステンレス鋼管　 　 （ＪＩＳ　Ｇ ３４４８）　ＳＵＳ３０４ 

3 弁 ・ ＪＩＳ　10Ｋ　（市水道に直結する配管に使用）

・ ＪＩＳ　５Ｋ　　　　　（高置水槽以降の配管に使用）

フレキシブルジョイント4 ・ ステンレス製ベローズ形　　・ 合成ゴム製円筒形

5 ・ ベローズ形単式　　　・ ベローズ形複式伸縮管継手

6 高置水槽 ・ ＦＲＰ製 （ サンドイッチ構造 ）　　　　・ ＦＲＰ製

・ 鋼板製 （ ・ パネル形・ 一体形 ）・ ステンレス製パネル （ ・ 溶接・ ボルト ）

7 受水槽 ・ ＦＲＰ製 （ サンドイッチ構造 ）　　　　・ ＦＲＰ製

・ 鋼板製 （ ・ パネル形・ 一体形 ）・ ステンレス製パネル （ ・ 溶接・ ボルト ）

8 鋼板製水槽の防錆 ・ エポキシ樹脂コーティング　　　 　・ 亜鉛アルミニウム及びその合金溶射

9 ・ 　　　　　φ　×　　　　　/min　×　　　　ｍ　×　　　　kW　×　　　　台揚水及び加圧給水ポンプ

10 ポンプ基礎 ・ 標準基礎　　　　　　・ 防振基礎 （基礎の大きさは図示による）

衛

生

器

具

設

備

1 ・ ナイロンロープ張り　　・ 木製仮囲い　　・ 鋼製仮囲い　　・ しない工事現場仮囲い

2 受注者事務所等

3 工事用水 構内既存の施設　　・ 有償で利用できる　　・ 無償で利用できる　　・ 利用できない

4 工事用電力 構内既存の施設　　・ 有償で利用できる　　・ 無償で利用できる　　・ 利用できない

5 引渡しまでの光熱水費 ・ 本引込みより引渡しまでの基本料金　　※ 受注者負担　　　・ 別途

・ 本引込みより引渡しまでの使用料金　　※ 受注者負担　　　・ 別途

　(副メーター設置等)

　(副メーター設置等)

関

連

工

事

・ 敷地内に建てることができる

1 衛生陶器附属品 ・ 和風便器は埋込型とし、コンクリート接触面は緩衝材塗装加工とする。

・ 図示陶器品番　　　ＪＩＳ記号　・ 図示陶器品番　　ＴＯＴＯ記号　（同等品以上）

2 大便器 ・ フラッシュバルブ　　　　・ ロータンク

3 小便器 ・ フラッシュバルブ　　　　・ 自動洗浄　（ 個別・　焦電 ）　　・ 

4 大便器洗浄弁 ・ バキュームブレーカー付

5 洗浄用タンク ・ 陶器製　　　・ 防露形陶器製　　　・ 合成樹脂製　　　・ 防露形合成樹脂製

6 便座 ・ 普通便座　（　・ 蓋有り　・ 蓋無し　）　・ 温水洗浄便座　・ 暖房便座

7 化粧棚 ・ 陶器製　　　・ 金属製

8 化粧鏡 ・ 一般鏡　　　・ 耐食鏡　　　・ 盗難防止形

9 和風便器耐火カバー ・ 設ける （ ピットは除く ）　　　　・ 設けない

10 手洗器 止水栓付

11 洗面器 止水栓付

12 紙巻器

※ 根切り土の中の良質土（管の周囲は山砂の類）埋戻し土及び盛土

・　山砂の類（施工個所：　　　　　　　　　　　）

建設発生土の処理

養生

水栓 ・ 台所流し用水栓は、泡沫式とする。

竣工時水セッケンを補充する。水セッケン入れ

・ 陶器付形　　　・ 壁付形（水セッケン共）

セッケン受け ・ 埋込形　　　　・ 壁付形

※竣工時ペーパーを設置

・　棚付き2連　・ ワンタッチ式　　・ ワンハンドカット式　

改修工事における既存部分の養生範囲　・ 図示による

※　工事関係図書 ※　監督員が指示したもの

 ※ 構内指定場所に敷均し   ・ 構内指定場所に堆積   ・ 構外搬出

15

14

13

一般事項

機器材料等

機能の導入については、事前に発注者と協議し、承諾を得るものとする。

努めること。なお、省エネ性能の追及により、運用において継続的な利用料が発生する

購入法」という。）に準じ、可能な限り環境負荷の低減に配慮された製品を選定するよう

　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号。「グリーン

工事に使用する機器および材料は、アスベストを含有しないものとする。

形状、寸法等が設計書と異なる場合は他に支障を生じない限り監督員と協議の上処理する。

資料の提出を省略することができる。）

の写しを監督員に提出する。（標準仕様書による品質及び性能を有する証明となる

て所要の品質・性能を有することの評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価書

また、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」によっ

ただし、仮設に使用する機材は、新品に限らない。

工事に使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。

・　する ・しない

関連法令等の遵守  工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、円滑な進行を図る。 （１.１.13）

工事実績情報システム

（CORINS）への登録

保全に関する資料

　令和５年版」国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

官房官庁営繕部監修）及び「建築設備耐震設計・施工指針」（２０１４年版・一般財団

 　　　上層階とは地階を除く２～６階建の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階、

完成写真

しない
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福山市霞町一丁目１０番１号

4,837.89

（図書館棟）ＳＲＣ造、一部ＲＣ造、延べ面積9807.84㎡ 改修

Ａ３版を完成図書に綴る ２

福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事

２

２
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浄

化

槽

設

備

1 処理種別 ・ 小規模合併処理　　　　　　・ 合併処理　　　　　　・ 単独処理槽

・ 放流水質　（ ・ ＢＯＤ　　　ｍｇ／以下　　・ ＣＯＤ　　　　ｍｇ／以下

　　　　　　　　・ Ｔ－Ｎ　　　ｍｇ／以下　　・ Ｔ－Ｐ　　　　ｍｇ／以下 ）

2 構造 ・ 分離接触ばっ気方式　　・　長時間ばっ気方式　　・　分離ばっ気方式

・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3 形式・容量 ・ ユ ニ ッ ト型　（　　　　　　　型　　　　人槽　　　　　　　／日 ）

・ 現場施工型　　 （　　　　　　　　　 　　 人槽　　　　　　　／日 ）

4 排水方式 ・ 自然排水　　　・ ポンプ排水　（　　　　　　　　　　　　　　 ）

5 マンホール ･  ＭＨＡ型　　　　　・ ＭＨＢ型　　　　・ 製造者の規格品

6 その他 工事竣工後、６ヶ月間は試運転調整とし、

処理水試験の報告書を作成し、浄化槽法による法定検査を受注者の責任において受ける。

槽の水張り試験及び配管の満水、水圧、通水、空気圧試験を行う。

無償保守点検期間中の消耗薬剤については、受注者において準備し、期間終了後の引継時

までに必要薬剤名やその量を報告する。

機 械 設 備 工 事 特 記 仕 様 書 № ２

福山市建設局建築部設備課

（ 屋　内 ） 1 種別 ・ 都市ガス　　　　　　・ 液化石油ガス

1 管 ※ 硬質ポリ塩化ビニル管　　　（ ＪＩＳ　Ｋ　６７４１ ）　ＶＰ 2 管 ・ 配管用炭素鋼鋼管　　　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）（ 白管 ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　・ 露出部　カラーＶＰ ）

（第１桝まで）
・ 圧力配管用炭素鋼鋼管　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４５４ ）（ 黒管 ）

・ 排水用鉛管　　　　　　　　　　　　（ ＳＨＡＳＥ－Ｓ２０３ ）

・ コーティング鋼管 　　 ・結露防止層付塩化ビニル管

・ ガス用ポリエチレン管　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｋ　６７７４ ）
・ 耐火二層管　　　　　　・建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管

ガ

ス

設

備

・ ポリエチレン被覆鋼管　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４６９ ）
・ 配管用炭素鋼鋼管　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）　ＳＧＰ

・ 塩化ビニル被覆鋼管

2 通気管 ・ 配管用炭素鋼鋼管　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）　ＳＧＰ 3 継手 ・ 鋼管継手　（ 亜鉛メッキ ）　　　　・ ＰＬＳ継手同等品以上・ 溶接継手

排

水

設

備

・ 硬質ポリ塩化ビニル管　　　（ ＪＩＳ　Ｋ　６７４１ ）　　ＶＰ 4 プロパンガス集合装置 ・（　　　　　）ｋｇ×　（　　　　　）　本立　　・ 無
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　・ 露出部　カラーＶＰ ）

・ バルク貯槽　（　　　　　）ｋｇ 　 ・　竪型　 ・　横型
・ 耐火二層管　　　　　　 ・建築用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管

5 機器等 ・ 別図による

3 満水試験継手 ３階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに満水試験継手を取付ける。 6 遮断装置等 ・ 遮断弁　　　　　　・ ガス漏れ警報器

4 ピット内配管保温 ・ 施工する　　　　　　　　・ 施工しない ・ 取付は　　　（　・ 本工事　　・ 別途工事　）　とする。

（ 屋　外 ） ・ 配線接続は　（　・ 本工事　　・ 別途工事　）　とする。

5 方式 ・ 自然排水　　　　　　　　・ ポンプ排水 コントローラーは圧力確認復帰形とする。

6 管 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管　　　（ ＪＩＳ　Ｋ　６７４１ ）　（ ・ ＶＰ　※ ＶＵ ） 7 その他 ・ 本工事は、当地区ガス会社責任施工とする。

7 インバート桝 ・ SA、AB形　　　　　　　　・SC形　　　　　　　　　・小口径 気密試験は、配管途中埋戻前又は、配管完了後監督員立会いの上試験を行う。

8 インバート桝用蓋 ・ 塩ビ製　　　・ 鋳鉄製 （ ・ ＭＨＡ　・ ＭＨＢ　･ 小口径用防護ハット　） 1 設計条件
　　　　条　　件 屋 外 屋 内

9 排水桝 ・ RA、RB形　　　　　　　　・ SC型　　　　　　　　・ 小口径
季　　節 温度（ＤＢ） 湿度（ＲＨ） 温度（ＤＢ） 湿度（ＲＨ）

10 排水桝用蓋 ・ 塩ビ製　　   ・ 鋳鉄製 （ ・ ＭＨＡ　・ＭＨＢ　・ 小口径用防護ハット　）
※

℃ ％ ℃ ％夏 季 28.0
・グレーチング　・鉄板製　○ア 　６m/m

※
℃ ％ ℃ ％冬 季 19.0 40.0

11 埋設深さ ・ 300m/m以上（車両道路以外）　　・ 600m/m以上（車両道路）　　・ 勾配図による。
※　湿度調節機能がない設備については、成行とする。

12 その他 ・配管工事完了後、防露工事前に監督員立会の上、通水試験を行う。
2 冷水・温水・冷却水 ・ 水道用亜鉛メッキ鋼管　　　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４４２ ）ＳＧＰＷ

・ 配管途中、埋戻し前又は配管完了後、防露工事前に監督員立会の上満水試験を行う。
冷温水管 ・ 配管用炭素鋼鋼管 （ 白管 ）　　　　　 （ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）ＳＧＰ

1 方式 ・ 単管式　　　　　　　　・ 復管式
・一般配管用ステンレス鋼管　　　　　　　 （ ＪＩＳ　Ｇ　３４４８ ）ＳＵＳ３０４膨張・補給水管

2 管 ・ 銅管　　　　　　　　（ ＪＩＳ　Ｈ　３３００ ）（ ・ Ｍタイプ　・ Ｌタイプ ）
3 蒸気・油管及び冷媒管 ・ 配管用炭素鋼鋼管 （ 黒管 ）　　　　　 （ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）ＳＧＰ

・ 被覆銅管　　　　　　（呼び径２０までとする）
・ 断熱材被覆銅管　　　　　　　　　　　　（ ＪＣＤＡ０００９）

・ 水道用亜鉛メッキ鋼管　　　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４４２ ）ＳＧＰＷ

給

湯

設

備

・ 保温付被覆銅管（ＪＩＳ Ｈ ３３００の外面に発泡断熱材（14mm以上）で被覆したもの

・ 一般配管用ステンレス鋼管　（ ＪＩＳ　Ｇ　３４４８ ）ＳＵＳ３０４

空

気

調

和

設

備

・ 架橋ポリエチレン管　

・ ポリブテン管

3 弁 ・ ＪＩＳ　１０Ｋ　　　　　　　　　　　・ ＪＩＳ　５Ｋ

4 熱源 ・ ボ イ ラ ー 　（ 　　　　　　　　） ・ 給湯器、湯沸器　（　　　　　　　　）

・ 電気温水器　　（ 　　　　　　　　） ・ヒートポンプ式給湯器（　　　　　　）

5 膨張水槽 ・ ステンレス製　（　　　　　　　　　）・ 鋼　板　製　（　　　　　　　　　　）

6 その他 ・ コンクリート埋設管内の保温はアスファルトジュート１回巻きとする。

配管終了後、保温施工前に監督員立会の上、規定の水圧試験を行う。

1 管 ・ 水道用亜鉛メッキ鋼管　　　　　　　 　　　　 （ＪＩＳ　Ｇ　３４４２）ＳＧＰＷ

・ 圧力配管用炭素鋼鋼管（第２種亜鉛メッキ製品）（ＪＩＳ　Ｇ　３４５４）ＳＴＰＧ

・ 配管用炭素鋼鋼管　　　　　　　　　 　　　　 （ＪＩＳ　Ｇ　３４５２）ＳＧＰ

・ 消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管　　　　　　（ＷＳＰ　０４１） ＳＧＰ－ＶＳ

※消火用配管は、消防法令に適合するものとする。

2 弁 ・ ＪＩＳ　１０Ｋ　　 　　　　　　　　　・ 

3 消火栓箱 ・ 総合形（ ・ＨＢ－１Ａ・ＨＢ－１Ｂ　）・ 単独形（ ・ＨＢ－２Ａ・ＨＢ－２Ｂ　）

消

火

設

備

・ 総合形（ ・ＨＢ－４Ａ・ＨＢ－４Ｂ　）・ 消火器箱併設形（・HB-1AS　・HB-1BS ）

4 水源用水槽 ・ ステンレス製　（　　　　　　　　　）・ 鋼　板　製　（　　　　　　　　　　　）

5 消火ポンプユニット ・ 認定型　　　　　　φ×　　　　　／min×　　　　　m　　　　　kW×　　　　台

6 ポンプ基礎

7 消火器 ・ （　　　　　　）型　　（　　）本　・ 収納箱共・ 置台共・ 壁掛フック共

8 保温 イ）　呼水タンクの保温　　　　　　 　・ 施工しない　　　　・ 施工する

ロ）　充水タンクの保温　　　　　　　 ・ 施工しない　　　　・ 施工する

ハ）　消火配管の保温は次による。

　　　・ 屋内消火栓用　　　　　 　　 ・ 施工しない　　　　・ 施工する

　　　・ スプリンクラー用 　　　 　　・ 施工しない　　　　・ 施工する

　　　・ 連結送水用　　　　　　　　　・ 施工しない　　　　・ 施工する

　　　・ 連結散水用　　　　　　　　　・ 施工しない　　　　・ 施工する

9 その他 水圧試験及び消防用設備等の機能等についての試験基準に基づく外観試験及び性能試験

を行う。

・ 標準基礎　　　　　　　　　・ 防振基礎 （基礎の大きさは図示による）

Ver.2512

・ ガス用ステンレス鋼フレキシブル管

6 保温 下記ダクトの保温を行う。

・ OAダクト　機器から外壁の間（保温の厚さ２５mm）

・ EAダクト　外壁より１m （ 保温の厚さ２５㎜）

・ 全熱交換器用のダクト （ 保温の厚さ２５㎜、範囲は機器から外壁の間）換

気

設

備

1 中央監視制御装置 ・ 有り （ 構成機能図は図示による ） 　　　　　　　・ 無し

自

動

制

御

設

備

2 電源装置 ・ 要　（ ・ 本工事　　　・ 別途工事　） 　　　　　・ 不要

3 計装工事の配線 屋外、屋内露出の配線は、図面に特記のない限り金属管配線とする。

換

気

設

備

厨房系統の排気用ダクトは標準仕様書よりも一番手厚いものを使用する。

4 ブライン管 ・ 配管用炭素鋼鋼管 （ 黒管 ）　　　　　 （ ＪＩＳ　Ｇ　３４５２ ）ＳＧＰ

5 給水及び排水管 給、排水設備の項による。

6 ファンコイルユニット ・ 床置形　　　　・ 天吊形　（ ・ 露出　　・ 隠ペイ形　　・ カセット形　）

及びパッケージエアコン ・ 

7 フレキシブルジョイント ・ ステンレス製ベローズ形　　　　　・ 合成ゴム製

8 吹出口・吸込口 ・ 枠及びスリットの材質は　　　　　・ 鋼板製　　　　・ アルミニウム製

9 防煙・防火ダンパー ・ 防煙ダンパー（ＳＤ）　・ 防火ダンパー（ＦＤ）　・ 防煙防火ダンパー（ＳＦＤ）

・ 防煙ダンパーは　　　　　・　電気式 　　　　　　・ 空気式

・ ダンパー復帰機構は　　　※ 遠隔式　　　　　　　・ 手元式

・ グラスウールダクト（円形ダクト）（注：火気使用室、多湿箇所は使用不可）10 風道

・ 亜鉛鉄板製（空調、換気、排煙）　　　　　　　　 ・ 鋼板製（排煙）

　（ ※ 低圧ダクト　　　　 ・ 高圧１ダクト　　　　・ 高圧２ダクト　）

長方形ダクトは　※コーナーボルト工法（ ・ 共板工法 ・ スライドオンフランジ工法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ アングルフランジ工法　）

消音材を内貼りした風道、チャンバーは図示寸法は内法寸法とする。

・ ダンパー前後の風量測定口は、図示した箇所に設ける。

11 冷温水管の空気抜 ・ 空気溜りを生ずると思われる配管箇所には、必要に応じて操作の容易な位置に

　 空気抜弁を設ける。自動空気抜弁は、元バルブ付とする。

12 その他 試験は、配管途中若しくは隠ぺい、埋戻し前又は配管完了後の塗装又は保温施工前に行う。

空気調和設備機器取付完了後試運転調整を行ない、風量、温度、湿度及び騒音の測定を

行い、測定表を提出する。

・ 冷媒及び吸収液等の処理については、回収後適正に破壊処理し、その結果を書面を

　 もって監督員に報告する。

・ 業務用冷凍空調機器は、「フロン排出抑制法」に従って適切に処理し、その結果を

　 書面をもって監督員に報告する。

 　法に基づく機器台帳を製作し監督員に提出する。

・ 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）の対象となるものは、同法の定めに

　 従って適切に処理し、その結果を書面をもって監督員に報告する。

13 予備品等 ※ 機器表特記による。

・ 空気調和機等又はフィルターキャンバーの装着枚数の （　　） ％を予備品（枠付） 

　 として納める。

1 ダクト 低圧ダクト（ ・ スパイラルダクト ・ コーナーボルト工法（ ・ 共板 ・ スライド ）

　　　　　　 ・ アングル工法　） とする。

厨房用ダクトはアングルフランジ工法とする。

・ グラスウールダクト（円形ダクト）（注：火気使用室、多湿箇所は使用不可）

2 風量測定口 取付位置は　（ ・ 図示した位置　　　・ 遠心送風機吐出ダクト又は吸込ダクト

　　　　　　　 ・ 外気取入れダクト ） とする。

3 ダンパー 空気調和設備の当該項目による。

4 排気ダクトのシール ・ 浴室　（ シャワー室、脱衣室を含む ） 系統

5 チャンバー 空気調和設備の当該項目による。

・ 厨房等多湿箇所のダクト（仕様はh・(ア)・Ⅸ とし範囲は機器から外壁の間）

35.2

0.0 69.5

(建築設備設計基準令和６年版)

49.5 45.0

３

 　　　　　　　　　屋内露出　 ・ 合成樹脂カバー（Ａ１･(ア・イ)･ＶⅠ） 　　冷媒管の保温外装

 　　　　　　　　　屋外露出　 ・ ステンレス鋼板（Ｅ２･(ア・イ)･ＶⅠ）

 　　　　　　　　　　　　　　 ・ 保温化粧ケース

 　　屋外保温化粧ケースの材質　 ・ 耐候性樹脂　 ・ ステンレス鋼板

 　　　　　　　　　　　　　　 ・ 保温化粧ケース（耐候性樹脂製）

 　　　　　　　　　　　 　　　　・ 高耐食鋼板（溶融亜鉛めっき）

機器切断部

ダクト・たわみ継手フランジ部撤去要領図　S=NS

ダクト切断部

石綿含有ガスケット

　　　　　ル法、地方自治体による条例」等に基づき構外搬出適切処理とする。

　　　　　　に、成形保温材前後の保温材を撤去する。

　　　　　　抑制剤の塗布又はビニルテープ貼り等を施す。

　　　　　　側の切断を行う。

　　　　　　塗布又はビニルテープ貼り等を施す。

 　　　 律、建築基準法、建設リサイクル法、地方自治体による条例」等に基づき関係機関と協議を行

石綿含有設備資材の処理について

 　　　 撤去に先立ち、「大気汚染防止法」の他「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法

　　　　３）ダクト片側の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施し、もう片

　　　　２）ダクトの切断は、フランジ部分の両側約１００ｍｍの箇所において慎重に行う。

　　　　１）ダクトの切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散抑制剤の

 　　（１）ダクトフランジ部

 　　　　ダクトフランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

　　　　１）ダクト及び機器の切断に先立ち、飛散防止措置としてダクトフランジ外周部分に、飛散

　　　　たわみ継手フランジ部の撤去は、原則として切断による方法とする。

 　 （２）たわみ継手フランジ部

　　（３）構外搬出適切処理後、監督職員へ報告書を提出する。

　　　　　の他。「労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法、建設リサイク

　　（２）石綿含有廃棄物であることを表示すると共に、石綿飛散防止対策として「大気汚染防止法」

 Ⅱ．石綿を含有する設備資材の処理方法（※搬出費・運搬費・処分費は別途）

 　１．工事受注者は、施工に先立ち以下の報告を行うこと。

 Ⅰ．石綿を含有する設備資材の撤去方法

　　　　３）配管の切断は、密閉部分の両側約１００ｍｍの箇所において慎重に行う。

　　　　２）ビニールシート等で成形保温材を包み配管表面でテープ止めとし密閉する。

　　　　１）配管の切断に先立ち、飛散防止措置として成形保温材に飛散抑制剤の塗布を施すととも

　　　　成形保温材付き配管の曲線部の撤去は、原則として切断による方法とする。

　　（４）成形保温材付き配管の曲線部

　　　　１）配管の切断は、フランジ部分にかからない箇所において行う。

　　　　配管フランジ部におけるガスケット撤去は、原則として切断による方法とする。

　　（３）配管フランジ部

　　　　３）ダクト及び機器の切断終了後、フランジ内周部分に外周同様に飛散防止措置を施す。

　　　　２）ダクト及び機器の切断は、フランジ部分の約１００ｍｍの箇所において慎重に行う。

　　（４）石綿含有設備機器については、施設管理者及び監督職員と協議の上、適切に処理を行う。

 　　　 い、監督職員に報告する。

 　２．各部位の撤去方法は、以下の内容及び撤去要領図を参考に、計画書を作成し、監督職員の承諾

 　　　 を受ける。

　　（１）処理に先立ち、関係機関と協議を行い計画書を作成し、監督職員の承諾を受ける。

成形保温材付き配管撤去要領図　S=NS

１
０

０

１００１００ １００ １００
塗布又はビニルテープ貼り等

フランジ外周部に飛散抑制剤の

１００

材をつつみ、テープ等で密閉
ビニールシート等で成形保温

成形保温材前後
の保温材撤去
配管切断箇所

配管切断箇所

成形保温材に
飛散抑制剤の塗布

福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事
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2026年　6月
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図書館棟

工事個所：図書館棟３階・４階

工事概要

・大会議室系統（2026年12月3日～2027年1月8日）

・中・小会議室系統（2027年1月9日～2027年2月9日）

別途工事

・LED化改修工事（同時期での施工）

作業期間
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福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事

（４階小会議室３・４については既設ＭＤの更新）

４

１２２０２６年６月

付近見取図　N.S.

付近見取図・配置図

・４階会議室（大会議室及び中会議室・小会議室１～４）系統の空調用ダクトを改修し、モーターダンパ（ＭＤ）を新設（中央監視装置から開度設定可能とする）

N.S.,1:800

縮尺率

A-3

A-2

A-1

： 50％

： 71％

：100％



計装工事

（リース）
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図面名称 縮尺

主務 課員 第1担当次長 第2担当次長 設備課長

福 山 市 建 築 部 設 備 課

　（冷房時）還気湿度によりバイパスダンパの比例制御を行う。

湿度(%RH)設定

開

0

度

(％)
100 バイパスダンパ

MIN

外冷時

（冷房時）

MIN

制御項目

１．給気温度制御

　　給気温度により冷温水弁，外気ダンパの比例制御を行う。

２．給気温度ロードリセット制御

　　各ＬＵＦＴの制御状態と空調機の制御状態から、

　　給気温度設定を自動的に変更する。
３．ＬＵＦＴ制御

　　室内温度により給気ＬＵＦＴ、還気ＭＤ開度の比例制御を行う。

４．還気湿度制御

　　（暖房時）還気湿度により加湿器のＯＮ／ＯＦＦ制御を行う。

　　　　　　　但し、冷房時は加湿禁止とする。
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改修前

（改修前）自動制御系統図 N.S.

ＶＡＶ記号

ＶＡＶ－２１４－３（ｘ１）

ＶＡＶ－２１４－６（ｘ１）

ＶＡＶ－２１４－１（ｘ１）

ＶＡＶ－２１６－２（ｘ１）

ＶＡＶ－２１６－１（ｘ１）

ＶＡＶ－２１４－５（ｘ１）

ＶＡＶ－２１４－４（ｘ１）

ＡＣ－２１６

ＡＣ－２１４

空調機記号 系統名

４Ｆ　大会議室（南）

４Ｆ　大会議室（北）

４Ｆ　小会議室（４）

４Ｆ　小会議室（３）

４Ｆ　小会議室（２）

４Ｆ　中会議室（２）

４Ｆ　中会議室（１）

(SAx1台)

(SAx1台)

(SAx1台)

(SAx1台)

(SAx1台)

(SAx1台)

(SAx1台) AC-216
AC-214
記号

４Ｆ　大会議室
４Ｆ　中小会議室

AP-3A
AP-3A

系統名 収納盤

ＶＡＶ－２１４－２（ｘ１）４Ｆ　小会議室（１） (SAx1台)

SA　ME1D台数

１台

１台

１台

１台

２台

２台

１台＋２台

１台＋２台

（注記）

１．インバータ及びその調整については電気工事とする。

８．ウォーミングアップ制御

　　立ち上がり時、外気・排気ダンパを閉，還気ダンパを開とし、

　　予冷／予熱を行う。又、加湿は禁止とする。

９．フィルタ目詰まり監視

　　差圧スイッチにより、フィルタ目詰まり警報を発報する。

１０．空調機停止時のインターロック制御

　　（対象：ダンパ／２方弁／加湿器）

１１．凍結防止制御

　　空調機停止時、外気取入れダクト内温度が設定値以下であれば、

　　冷温水弁を設定開度開く。

　　又、指定した冷温水２次ポンプ1台の強制運転を行う。

１２．熱量演算

　　冷温水往還温度及び冷温水弁開度により負荷熱量を算出し、

　　中央監視盤へ出力する。　　

７．給気風量制御

　　各ＶＡＶの風量の加重平均により必要風量を算出して給・還気ファンインバータの比例制御を行う。

　　また給気静圧によりインバータ出力値の補正を行う。　

５．外気冷房制御

　　外気取入有効時、給気温度によりダンパの比例制御を行う。

６．ＣＯ２制御

　　還気ＣＯ２濃度により外気ダンパの比例制御を行う。

　　但し、外気冷房無効時に限る。

100
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必要総風量
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１階防災センター

センター装置

DDC1

PMX

分電盤

動力盤
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流量計

センサ（一部更新）

DDCV1

DDC1
センサ（一部更新）

バルブ

Icontへ

S
P
U

1

1

ＢＡＣｎｅｔ

AC・GC状態信号
自家発確立信号

AC・GC電源

（ＩＰｖ４／ｖ６ネットワーク）

MIS

通信回線

サーバー
メンテ

リモート

ルータ

将来対応

設定器（更新）

ＶＡＶ（更新）

各ＤＤＣＶ１へ

（リース）

（リース） （リース） （リース）

（リース） （リース）

（リース）

（リース）

（リース）

（リース）

（リース）

（リース）

（リース）

(AC-214･216)

福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事
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デジタルコントローラー

DDC1

システム構成図



図 面 Ｎ Ｏ ．

福 山 市 建 築 部 設 備 課工 事 名

建築部長主務 第1担当次長 設備課長第2担当次長課員

縮尺図面名称

大会議室 小会議室４ 小会議室３ 小会議室２ 小会議室１ 中会議室

参　考　寸　法　（ｍｍ）

Ｄ
収　　納　　系　　統 備　考

１３００ ２５０ 会議室系統給気ダンパ制御 ※寸法は参考とする

会議室系統制御盤用電源送り用として
－

配線用遮断器（２Ｐ　３０ＡＦ／１５ＡＴ）の増設を行う

記　号 名　　　称 型　　　番 備　　　考

ＤＤＣ
ＢＮＡＭ１１００デジタルコントローラ（コアユニット） 下記の端末器を接続、電源：ＡＣ１００Ｖ

ＢＮＡＭ２２００４アナログ出力端末器 デジタルコントローラ、出力数：４点

ＭＥ１Ｄ ダンパアクチュエータ 入力：０～１０Ｖ、電源：ＡＣ２４ＶＭＡ－２－Ｎ－２４－Ｖ３

ＭＥ２Ｄ ダンパアクチュエータ 入力：１～　５Ｖ、電源：ＡＣ２４ＶＭＡ－２－Ｎ－２４－Ｖ１

ＴＲ 電源トランス － ＡＣ２４Ｖ、７系統

Ｖ／Ｖ 直流入力変換器 Ｍ５ＶＳ－４６－Ｍ 入力：０～１０Ｖ、出力：１～５Ｖ

■自動制御機器表　【新設】

記　号 名　　　称 型　　　番 備　　　考

■自動制御機器表　【既設】

ＤＤＣＶ１ ＶＡＶコントローラ ＢＮＡＭ５１００ 電源：ＡＣ２４Ｖ

ＭＥ１Ｄ ダンパアクチュエータ 入力：０～１０Ｖ、電源：ＡＣ２４ＶＭＡ－２－Ｎ－２４－Ｖ３

ＴＨＥＤ１ ダクト用温湿度検出器 ＴＨＤＮ４１－２００－Ｒ 温度出力：0～10V、湿度出力：0～10V

ＵＴ１ 室内設定器 ＥＤＹ５００ＶＲ

制　御　内　容

１．給気ダンパ制御

　　　　　　　　　【冷房時】　　　　　　　　　　　　　　　【暖房時】

　　・給気ダンパ（ＭＥ１Ｄ，ＭＥ２Ｄ）は最小と最大開度の設定を行う。

　　・各室の還気温度（ＴＨＥＤ１）によりその系統の給気ダンパ（ＭＥ１Ｄ，ＭＥ２Ｄ）の比例制御を行う。

　　・中会議室の還気温度（ＴＨＥＤ１ｘ２）は平均値とする。

還気温度

（℃）

ＭＤ開度（％）

１００

０

設定値

給気ダンパ

最小開度

比例帯

還気温度

（℃）

ＭＤ開度（％）

１００

０

給気ダンパ

比例帯

　　・会議室未使用時、その系統の給気ダンパ（ＭＥ１Ｄ，ＭＥ２Ｄ）は全閉とする。

　　・中央監視盤または室内設定器（ＵＴ１）により入－切（会議室使用－未使用）および還気温度設定を行う。

　　・空調機系統の会議室が全て未使用になった場合、その空調機を停止とする。

　　　逆に１つでも会議室が使用になった場合、その空調機の運転を行う。

盤　名　称
Ｗ Ｈ

会議室系統制御盤 ７００

設定値

■自動制御盤一覧表　【新設】

最大開度

最小開度

最大開度

注　意　事　項

既設ＡＰ－３Ａ － －

１ 会議室系統給気ダンパ制御　（１組）　

記　　号

ＡＣ－２１６，２１４

組数

１

系　　統　　名 新設制御盤

会議室系統制御盤大会議室，小会議室１～４、中会議室

ＴＨＥＤ１

ＭＥ１Ｄ

ＴＨＥＤ１

ＭＥ１Ｄ ＭＥ１Ｄ ＭＥ１Ｄ ＭＥ１Ｄ ＭＥ１Ｄ ＭＥ１Ｄ
（西系統）

ＭＥ１Ｄ

ＴＨＥＤ１
（東系統）

（東系統）

ＴＨＥＤ１ＴＨＥＤ１ ＴＨＥＤ１ ＴＨＥＤ１ ＴＨＥＤ１
（西系統）

ＲＡ ＳＡ ＳＡ ＳＡ ＳＡ ＲＡ ＳＡ ＳＡ ＲＡ ＳＡ ＲＡ ＳＡ ＲＡ ＲＡ ＳＡ ＲＡ

ＲＡ

ＲＡ ＲＡ ＲＡ ＲＡ ＲＡ ＲＡ ＲＡ

ＦＡＮ

ＦＡＮ

ＦＡＮ

ＦＡＮ

ＡＣ－２１６

ＡＣ－２１４

ＯＡ

ＥＡ

ＯＡ

ＥＡ

（７系統）

１

ＴＲ

ＡＣ２４Ｖ☆

１☆

１ ２ ３ ４ ４ ３ １ ５２

１☆ １☆ １☆ １☆ １☆１☆

ＤＤＣＶ１

ＵＴ１

ＤＤＣＶ１

ＵＴ１

ＤＤＣＶ１

ＵＴ１

ＤＤＣＶ１

ＵＴ１

ＤＤＣＶ１

ＵＴ１

ＤＤＣＶ１

ＵＴ１

ＤＤＣＶ１

ＵＴ１ ＵＴ１

西系統は使用禁止のシール貼りとする

ＤＤＣＶ１

ＤＯ ＤＩ ＡＯ ＡＩ

ＤＤＣ

Ｖ／Ｖ Ｖ／Ｖ Ｖ／Ｖ Ｖ／Ｖ Ｖ／ＶＶ／ＶＶ／Ｖ

N.S.

２．既設リース品およびシステムに影響を与えた場合は本工事にて修復を行うものとする。

（UT1、DDCV1、THED1等はリース品）

１．既設リース品およびシステムに影響を与えるおそれがある場合は事前に施設管理者および監督員と協議する。

中央（既設ＤＤＣＶ１）と通信

<データ転送ポイント>

・入－切（ＵＴ１）×７

・冷／暖切替×１

・還気温度（ＴＨＥＤ１）×８

・還気温度設定（ＵＴ１）×７

<中央監視盤への追加ポイント>

・給気ダンパ最小開度設定×７

・給気ダンパ最大開度設定×７

ＭＥ２Ｄｘ３ ＭＥ２Ｄｘ３ ＭＥ２Ｄｘ３ ＭＥ２Ｄｘ３ ＭＥ１Ｄｘ２ ＭＥ１Ｄｘ２ ＭＥ２Ｄｘ２ ＭＥ２Ｄｘ２ ＭＥ２Ｄｘ３

（改修後）自動制御系統図

(AC-214・216)

機器新設×１２ 機器更新×２ 機器更新×２ 機器新設×２ 機器新設×２ 機器新設×３

福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事
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新設制御線



建築部長

図 面 Ｎ Ｏ ．

工 事 名

図面名称 縮尺

主務 課員 第1担当次長 第2担当次長 設備課長

福 山 市 建 築 部 設 備 課

閲覧コーナー

既設ＡＰ－３Ａ 会議室系統制御盤

ＳＡ ＳＡ

３

２

１

機器更新のみ

ＥＭ－ＣＥ ３Ｃ × １ （Ｅ２５）

３Ｐ × １ （Ｅ２５）ＥＭ－ＦＣＰＥＥ

ＥＭ－ＭＥＥＳ ４Ｃ × ７ （コロガシ）ｏｒ（Ｅラック）ｏｒ（Ｅ５１） ＭＥ２Ｄｘ７回線

通信幹線

制御盤用電源

注記）閉架書庫はコロガシおよびＥラック、電気室・機械室はＥラック、盤～Ｅラックは電線管とする。

ＥＭ－ＭＥＥＳ ４Ｃ × ３ （コロガシ） ＭＥ２Ｄｘ３回線

ＵＴ１

ＥＭ－ＣＥＥ １．２５ × １ （コロガシ） 室内設定器

ＥＭ－ＬＡＮ（ＣＡＴ５） × １ （コロガシ）

ダンパ廻り凡例

会議室系統制御盤

ＭＥ２Ｄ

ＭＥ２Ｄ

ＭＥ２Ｄ

ＥＭ－ＭＥＥＳ１．２５ﾛ－４Ｃ　（コロガシ）

丸型露出ボックス（Ｅ３１　１方出）

３．５ －

１．２ －

１．２５ －

１．２５ －

－ ３Ｃ

４１

２

３

1,950 2,800
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35,100 1,9501,950 2,800

11
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11
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00
11
,7
00
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95

0
7,

80
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49
,5
00

2,
80

0

35,100
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,7

00
11
,7
00

1,
95

0
7,
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0

3,
90

0

49
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00

2,
80

0
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0

大会議室系統大会議室系統

ＭＥ２Ｄ×１２
小会議室２系統

ＭＥ２Ｄ×２

小会議室３系統

ＭＥ１Ｄ×２　（機器更新のみ）

中会議室系統

ＭＥ２Ｄ×３

小会議室１系統

ＭＥ２Ｄ×２

３

３

２

１

１

２

５

５

５

Ｐ。Ｂ

４

４

４

４

４

４

４

４

ＵＴ１

ＤＤＣＶ１

ＵＴ１

ＵＴ１

ＵＴ１

ＵＴ１

ＤＤＣＶ１

ＤＤＣＶ１

ＤＤＣＶ１

ＤＤＣＶ１

ＤＤＣＶ１

ＤＤＣＶ１

ＤＤＣＶ１

２１６－１

ＶＡＶ

２１６－２

ＶＡＶ

２１４－１

ＶＡＶ

２１４－６

ＶＡＶ

２１４－３

ＶＡＶ

２１４－４

ＶＡＶ

２１４－２

ＶＡＶ

２１４－５

ＶＡＶ

X11X10X9X8 X11X10X9X8

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1
Y1a

Y6

Y5

Y4

Y3

ＭＥ１Ｄ×２　（機器更新のみ）

小会議室４系統

Y2

Y1
Y1a

4

4

２

２

２

１

１

１

３

３

３

４

４

４

４階　平面図　（既設再利用）（機器・配線）

 ＶＡＶ幹線

ロ
ビ

ー

事務受付 前室 収蔵庫

ＤＳ
調査･研究･作業室

閉架書庫(歴史的文書保存)

SK

MWC

HWC

WWC

湯沸室 PS

更衣室

1

更衣室

2

PS

EV3

階段B

UP

DN

作業室

EAC
階段C

DN UP

前室

PS

DS

家具庫

ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ

上部排煙トップライト

ロ
ビ

ー

踏込

和室1

ＭＷＣ

(会議室)
ＷＷＣ

(会議室) PS和室2

PS
PS
ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ ｱﾝﾌﾟ置場

ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ

ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ

吹　抜 EA 吹　抜

上部排煙トップライト

ロビー

ロビー

ＥＶホール

EV

階段B

DN

EPS

メール室

書庫

印刷室

(事務)

事務室

学習相談室1

上部排煙トップライト

2

学習

相談室

収納庫

ＨＷＣ
(会議室)

印刷室

(団体)

団体事務室

EPS

DN UP

DNUP

階段C
前室

DS

湯沸室

ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ

ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ

ロ
ビ

ー

ロビー

３階　平面図　（新設）

1:150

ＵＴ１

（改修後）３・４階平面図

（自動制御）

ＵＴ１

閉架書庫(図書)

電気室 MR

中会議室

小会議室1

小会議室2

小会議室3

小会議室4

大会議室

※施工個所に養生を行う

福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事
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縮尺率

A-3

A-2

A-1

： 50％

： 71％

：100％



屋内階段P1

ＨＷＣ
(会議室)

ＭＷＣ
(会議室)

ＷＷＣ
(会議室)

踏込

和室2

和室1

PS

PS

ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ

ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ
PS

ロ
ビ
ー

ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ

DN

DNUP

DN UP

ＥＶホール

書庫
学習相談室1 学習

相談室
2

収納庫

団体事務室

前室

EPS

EPS

印刷室
(事務)

DS

階段B

階段C

EV

メール室

事務室

ロビー

湯沸室

吹　抜 吹　抜

ロビー
家具庫

EA

ロ
ビ

ー

ロビー

ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ

相談室
(大)

ＷＷＣ
(一般)

階段A

DN

ロビー

相談室
(小)

相談前室多目的ＷＣ

倉庫
1

プレイルーム

事務室
(情報ｺｰﾅｰ)

情報コーナー

ＭＷＣ
(一般)

PS

DS

EPS

DS

ロビー

授 乳
調乳室

倉庫
2

上部排煙トップライト

上部排煙トップライト

印刷室
(団体)

ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ

ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ

自販機
コーナー

ｱﾝﾌﾟ置場

26

EV

車路

屋外階段P2

DN

DN

120121

122123124125126127128129130

119 118 117 116 115 114

車室

車室

ＥＶホール

ロ
ビ

ー

小会議室4

小会議室3

小会議室2

小会議室1

中会議室

大会議室

N

N

1
1
,
7
0
0

1
1
,
7
0
0

1
1
,
7
0
0

1
,
9
5
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

7
,
8
0
0

3
,
9
0
0

3,900 11,700 11,700 11,700

X11X10X9X8X7X6X4X3X2X1 X5

5,8505,850

拡幅後道路境界線

1,7502,550

7,850

31,600

7,950 7,8507,950

35,100

11,700

2,000

11,700

1,950

11,700

1 2 3 4 5 X7 X11X10X9X8

7
,
7
5
0

5
,
1
5
0

3
,
7
5
03
3
,
3
0
0

7
,
7
5
0

3
,
7
5
0

2
,
7
0
0

5
,
1
5
0

Y7

Y5

G

F

E

D

C

B

A

4,500 2,800

4
9
,
5
0
0

2
,
8
0
0

5,850 5,850

35,100 1,95033,150

76,650

1
3
,
6
5
0

7
5
0

1,950

4,500 1,950

Y1a

3,900 1,950

X6a

ＥＶホール

DN

EAC

UP

ＤＳ

作業室

PS

階段B

前室

PS

吹　抜
SA

スタッフ廊下

更衣室
2

PS

更衣室
1

SK

湯沸
室

WWC

調査･研究･作業室 収蔵庫前室
ＤＳ

閲覧コーナー

事務受付

EV1

UP
階段A

DN

DS
PS

倉庫

図書館会議室

ロビー

視聴
学習室

事務スペース

EV2

EPS

中会議室 小会議室

EPS

ｽﾀｯﾌ休憩ｺｰﾅｰ

MWC

HWC

DN UP

UP

車路

車路

車路

車室

屋外階段P2

555657585960

616263

65

66 67 68 69 70 71 72

73

74 75 76 77 78 79

808182

8384

85868788

UP

DN

64

EV

車室

車室

車室

屋内階段P1

4
0

ＦＥ

１

ＰＡＣ

３１７

ＦＥＧ

１

1
1
,
7
0
0

1
1
,
7
0
0

1
1
,
7
0
0

1
,
9
5
0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

7
,
8
0
0

3
,
9
0
0

3,900 11,700 11,700 11,700

X11X10X9X8X7X6X4X3X2X1 X5

5,8505,850

拡幅後道路境界線

1,7502,550

7,850

31,600

7,950 7,8507,950

35,100

11,700

2,000

11,700

1,950

11,700

1 2 3 4 5 X7 X11X10X9X8
7
,
7
5
0

5
,
1
5
0

3
,
7
5
03
3
,
3
0
0

7
,
7
5
0

3
,
7
5
0

2
,
7
0
0

5
,
1
5
0

Y7

Y5

G

F

E

D

C

B

A

4,500 2,800

4
9
,
5
0
0

2
,
8
0
0

5,850 5,850

35,100 1,95033,150

76,650

1
3
,
6
5
0

7
5
0

1,950

4,500 1,950

Y1a

3,900 1,950

X6a

上部排煙トップライト

４階　各会議室の位置を示す

４階平面図　１：３００

３階平面図　１：３００

４階　各会議室　床吹出口清掃・開度調整

４階用SAダクト改修個所（MD新設）

（MD制御用自動制御設備新設共）

（小会議室３・４は既設MD更新）

閉架書庫(図書)

MR

階段C

電気室

EV3

閉架書庫(歴史的文書保存)

（故障している旋回ガイドベーンは撤去）
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作業エリア（養生および内部足場）

福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事
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縮尺率

A-3

A-2

A-1

： 50％

： 71％

：100％

３階・４階 工事範囲位置関係図
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主務 課員 第1担当次長 第2担当次長 設備課長

福 山 市 建 築 部 設 備 課

（既設）ダクト系統図

（東側）

N.S.

 SA 

 S
A 

 SA 

 SA 

 
RA

 

OAG

 SA 

 SA 

 SA 

SFD×7

 SA 

CD×3

 S
A 

 S
A 

 S
A 

 
RA
 

 
RA

 

 EA 

 RA 

 
SA

 

 
SA
 

 R
A 

 OA 

 S
A
 

 
SA

 

 OA 

 EA 

 S
A 

 R
A 

 E
A 

 S
A 

 E
A 

 R
A 

 E
A 

 R
A 

 OA 

 RA 

 RA 

 RA 

 SA 

 S
A 

 S
A 

 EA 

 S
A
 

 S
A
 

 SA 

 SA 

 SA 

 S
A 

 O
A 

 OA 

 OA 

 E
A
 

 
EA

 

OAG

EAG

CD

CD

 R
A 

 OA 

 OA 

EAG

CD

OAG

 O
A
 

 O
A
 

EAG

CD

OAG

 SA 

 
SA

 

 SA 

 SA 

 RA 

 
SA

 

 RA 

 SA 

 RA 

 R
A  S

A 

 OA 

AC

202

AC

203

AC

205

FVD×3

AC

201

AC

204

VD

FEX

377

MAC

301-e

ＦＤ

VD

EVU

272

EVU

273

EVU

271
×2

EVU

282

EVU

276
×2

FOA

352

CD

FOA

356

FEX

378

EVU

274

FOA

357

FEX

387

EVU

279

EVU

278

EVU

277

EAG

FEX

383

VAV

212-4

FEX

382

VAV

215-1

FEX

381

VAV

215-2

VAV

215-3

FEX

373

FD

FVD

VAV

212-3

VAV

212-2

AC

211

FD

AC

210

AC

212

AC

213

EVU

281

EVU

287

EVU

280

× 2

AC

215

AC

214

AC

216

EVU

285

EVU

286

EVU

284

EVU

283

FEX

374
VD

FOA

354

VD

MD

VAV

212-1

805

AFM

SFVD

SFD

SFVD

FVD

FVD

FVD

 SA 

 OA 

 EA 

 EA 

 EA 

 EA 

 EA 

 EA 

 OA 

 OA 

 OA 

 OA 

VD

VD

VD

VD VDVD VD

MD

VD VD

MD

 O
A 

VD VD

MD

VD

MD

VD

MD

VDVD

MD

VDVD

MD

VD

MD

VD

AC

206

MDMD

FVD

VD VD VD

FVD×3

VDVDVD

VDVDVD

VDVDVD

VDVDVD

SFD

 S
A
 

FD FD

FVD

 
SA

 

 
SA

 

 
SA

 

EVU

288

VD×3

 
EA

 

FOA

358

FEX

388

FVD

CD

FVD

VD

MD

VD

MD MD

VD

MD

VD

MD

VD

MD

VD

MD

FDFDFDFDFDFD FD FD

MD

VD

FEX

385

VAV

214-a

VAV

214-b

VAV

214-c

VAV

214-d

VAV

214-e

 OA 
 OA 

 OA 

 EA 
 EA 

 EA 

 EA 
 EA 

 EA 

EVU

289

 OA 

VD

PFD

PAC

317

EAG

VDCD

CD VD

PFD

FDFD

MD

FD FD

MD

FD FD

MD

FD FD

MD

FD

MD

FDFD

MD

FE

1

FEG

1

RCD

FVD

FVD

MD MD

CD FD

FEX

391

FEX

394

FEX

392

FEX

395

FEX

393

SFD

 OA 

 EA 

 O
A 

 EA 

VD

FEX

380
 EA 

FVD×5

 E
A 

 O
A 

 O
A 

 E
A 

VC×5

 S
A 

VD

VD

FVD

FVD×2

FVD FVD

 OA 

 OA 

 R
A 

FVD

 E
A 

 O
A 

FOA

353

FVD

4
,
8
0
0

4
,
2
0
0

4
,
8
0
0

3
,
6
0
0

4
,
5
0
0

VAV

206-2

VAV

206-1

VAV

210-1

VAV

210-2

 EA 

EAG

 
OA

 

B1FL

1FL

2FL

3FL

4FL

RFL

ロビー吹出口

機械室

ダクト系統図　N.S.

（既設）

（東側）

FEX

371

FOA

351

ダクトピット

WWC MWC HWC

国際交流ｺｰﾅｰMWC 東側HWC 湯沸室
家具庫

MWC WWC HWC

東側ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰ 北側ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰ 閲覧室中央

受水槽室
熱源

WWC

(会議室) (会議室) (会議室) (会議室) ﾛﾋﾞｰ 北側ﾛﾋﾞｰ

中会議室 小会議室-1 小会議室-2 小会議室-3 小会議室-4

和室-1 和室-2 大会議室
事務室
団体 メール室 事務室 学習相談-1 学習相談-2 収納庫 書庫

更衣室-1 更衣室-2 作業室

収蔵庫DS収蔵庫

WWC

MWC
HWC

湯沸室

電気室 前室 閉架書庫

調査･研究

作業室

事務受付

閉架書庫

(図書)

(歴史的文書保存)

印刷

北側ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰ 東側ﾍﾟﾘﾒｰﾀｰ

閲覧室北側 閲覧室東側

調乳・授乳室 閲覧室中央

作業室 清掃人

控室

ゴミ庫 子供用WC 倉庫 移動図書

作業室

対面朗読室

おはなし室 移動図書館

ＭＤＦ 消火ポンプ室 水盤ﾎﾟﾝﾌﾟ室

外気取入口

DS

(一般) (一般) (一般)

相談室 作業室 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習室 ｽﾀｯﾌﾙｰﾑｻｰﾊﾞｰ室事務・作業室

閲覧室東側 閲覧室北側 ラウンジ

MDMDMDMD MD MDMD

x2 x2x2x2x3 x12

工事内容

工事内容 AC-216系統（大会議室）

AC-214系統（中小会議室）

FDFD

MD

FDFD

MD

FD FD

MD

FD FD

MD

FD

MDMDMDMDMD MD

x2 x2x2x2x3

中会議室 小会議室-1 小会議室-2 小会議室-3 小会議室-4

既設ＳＡダクトにＭＤ新設を示す

凡例

MD

既設MD更新を示す

MD新設　x7（配線共）、中央監視システム接続 MD更新　x4（配線共）、中央監視システム接続

FD FD
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小会議室2系統、3系統　各1
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スタッフ廊下

ｽﾀｯﾌ休憩ｺｰﾅｰ

中会議室系統

中会議室系統

小会議室2系統

小会議室3系統

小会議室4系統
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×３５０

　５５０
×３５０

ＦＶＤ
ＭＤ

３００φ

４００φ

７００
×５００

 
R
A
 

８５０
×５５０

７００
×５００

　３００
×４５０

４００×３００

 Ｒ
Ａ
 

　４００×３００

 Ｒ
Ａ
 

４００×３００

ＭＤ
ＦＶＤ

ＭＤ

（３Ｆ）

（３Ｆ）

 Ｒ
Ａ
 

４００φ

 Ｒ
Ａ
 

４５０×３００

ＭＤ
ＦＤ（３Ｆ）

１０００×２５０

 Ｒ
Ａ
 

ＭＤ

７５０×３００

 Ｒ
Ａ
 

７５０×３００

ＦＶＤ
（４Ｆ床上）

４００
×３００

３２５φ

３２５φ

５００
×４５０

９００×５５０

９００
×５５０

８００×５００

ＳＦＶＤ

 
S
A
 

７５０
×５５０

８００
×５００

９００
×５５０

 
R
A
 

 
S
A
 

消音器

消音器

１ ２

８００×４００
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５００×３５０

２７５φ

３５０×３５０

１０００×３００

１０００×６００

４００
×２５０

ＭＤ

４００
×３００

４００

１０００×４００

３００φ

ＦＶＤ

５００×６００

６００×６００

６００×４００

 
S
A
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A
 

ＦＶＤ ４００φ

 Ｓ
Ａ
 （３Ｆ）

ＦＶＤ

２７５φ

大会議室系統

ＭＤ（MD:小会議室3のみ）

ＭＤ

６００×５００

小会議室3系統

小会議室3系統

ＭＤ

ＭＤ

ＭＤ ×２

小会議室１系統

小会議室１系統

小会議室2系統

２７５φ

２７５φ×２

ＭＤ（２７５Φ）

ＭＤ（２７５Φ）

ＭＤ（２７５Φ×２）

小会議室１系統

ＭＤ（２７５Φ）新設×１

小会議室１系統

ＭＤ（２７５Φ）新設×１

小会議室２系統

ＭＤ（２７５Φ）新設×２
小会議室３系統

小会議室４系統

ＭＤ（３５０×３５０）

ＭＤ（３５０Φ×２）

中会議室系統

ＭＤ（３５０Φ）新設×２中会議室系統

ＭＤ（３５０×３５０）新設×１

ＭＤ（２７５Φ）×１１

ＭＤ（２７５Φ）×１

大会議室系統

大会議室系統

ＭＤ（２７５Φ）新設

大
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議
室
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計
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議
室
１

小
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議
室
２

小
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議
室
３

小
会
議
室
４

中
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議
室

備考

２

２

小会議室3系統

小会議室3系統

ＭＤ

（３００Φ）

MD250Φ更新×２

MD300Φ更新

MD300Φ更新

小会議室３系統

小会議室４系統

小会議室３系統

建築部長

図 面 Ｎ Ｏ ．

工 事 名

図面名称 縮尺

主務 課員 第1担当次長 第2担当次長 設備課長

福 山 市 建 築 部 設 備 課

1:200

※高所作業用足場を設置する

※搬入・搬出経路および作業付近の閉架書庫には養生を施す

ＭＤ　250Φ

ＭＤ　300Φ

撤去機器表

MD300Φ撤去

MD250Φ撤去×２

撤去を示す

各SAダクトへモーターダンパ（ＭＤ）を設置する

（小会議室３・４系統は既設ＭＤ撤去・新設とする）

ＭＤ（２７５Φ）新設×１１

２１３

ＡＣ

２１１ ２１５

ＡＣ

２１６

ＡＣＡＣ

２１４

ＡＣ

２１０ ２０６

ＡＣ

２１２

ＡＣＡＣ

大会議室系統

小会議室３系統

MD300Φ撤去

新設を示す

（２７５Φ）

ＭＤ

（２７５Φ）

ＭＤ

ＭＤ

（３５０□）

ＭＤ

ＭＤ

（３５０Φ立上部）

（３５０Φ立上部）

ＭＤ

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

ＭＤ

ＭＤ

（２５０Φ立上部） （３００Φ立上部）

（２５０Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

ＭＤ

（２７５Φ立上部）

３階平面図（ダクト）

（改修前・後）

大会議室系統

SAダクト立上個所を示す（４F床下へ給気）

・小会議室３・４系統は既設ＭＤ更新（４個所）

・各SAダクトへモーターダンパ（ＭＤ）設置（１９個所）

※ＭＤ新設に伴う保温撤去・復旧、ダクト切り離し・再接続、配線工事は本工事。

福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事

１２

１０

２０２６年６月
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議
室
１

小
会
議
室
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小
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議
室
３

小
会
議
室
４

中
会
議
室

備考

新設機器表

ＭＤ　275Φ ２ １２

ＭＤ　350□

ＭＤ　350Φ ２

１

２

２

１

２

２

１６

２

ＭＤ　250Φ

ＭＤ　300Φ ２

既設品の更新

既設品の更新

縮尺率

A-3

A-2

A-1

： 50％

： 71％

：100％
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踏込

PS

PS

上部排煙トップライト
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DN UP
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学習相談室1

収納庫
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ＷＷＣ
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印刷室(団体)
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床吹出し口 4812201818 98 214 CLU-TA　Ⅱ型　VAV付（丸光産業）

VAVコントローラ

VAV信号変換器 1 1 1 1 1 2

1462333

7

31 PN130-01A（日本ブロワー）

PN154-02A（日本ブロワー）

・大会議室 　98個

・中会議室 　48個

・小会議室1　18個

・小会議室2　18個

・小会議室3　20個

・小会議室4　12個

    合計　214個

（小会議室2用）
ﾘﾀｰﾝﾁｬﾝﾊﾞｰ
（小会議室1用）

小会議室4大会議室（前） 大会議室（前） 小会議室4

・大会議室 　98個

・中会議室 　48個

・小会議室1　18個

・小会議室2　18個

・小会議室3　20個

・小会議室4　12個

    合計　214個

建築部長

図 面 Ｎ Ｏ ．

工 事 名

図面名称 縮尺

主務 課員 第1担当次長 第2担当次長 設備課長

福 山 市 建 築 部 設 備 課

1:200

学習
相談室

2

印刷室
(事務)

和室1

和室2

学習
相談室

2

印刷室
(事務)

和室1

和室2

床吹出し口（Φ２００） 床吹出し口再使用（Φ２００）

既設床吹出し口リスト

名称

中会議室

小会議室1

小会議室2

小会議室3小会議室4

大会議室

家具庫

事務室

大会議室

家具庫

中会議室

小会議室1

小会議室2

小会議室3

事務室

小会議室4

（改修前・後）

４階平面図（ダクト）

※　故障しているガイドベーンは撤去

※　清掃・開度調整実施

小会議室4小会議室3

小会議室2

小会議室3

中会議室系統

（３Ｆ）

６５０×２５０,６００×３００

(４Ｆ床上)

ＦＶＤ×２

小会議室4小会議室3

小会議室2

小会議室3

中会議室系統

 Ｓ
Ａ
 

２７５φ×１２

大会議室

 Ｓ
Ａ
 

２７５φ×１２

大会議室

福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事

１２

１１

２０２６年６月

縮尺率

A-3

A-2

A-1

： 50％

： 71％

：100％



建築部長

図 面 Ｎ Ｏ ．

工 事 名

図面名称 縮尺

主務 課員 第1担当次長 第2担当次長 設備課長

福 山 市 建 築 部 設 備 課

1:50

4,
03

0

▽４FL

▽３FL

2,
60

0

800x550
300Φ

700x600

300Φ

31
0

16
0

80
0

500x700

3,
15

0

31
0

16
0

80
0

2,
60

0
60

0
83

0

50
58

0

FVD

50
58

0

FVD

40
0

600x400
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0

16
0
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60

0

600x600

275Φ

500x600

275Φ

小会議室系統　断面図

AC-214より

▽４FL

▽３FL
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0
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0
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0
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5
40

0
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600x400

中会議室系統　断面図

中会議室へ

小会議室１より

大会議室系統　断面図
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70

0
50

0

30
0

30
0

750x500

30
0

2,
60

0

700x500

30
0

700x500

30
0

700x500

30
0

700x500

2,
55

0

2,
60

0

30
0

2,
60

0

500x500

30
0

2,
60

0

500x500

30
0

2,
60

0

500x500

30
0

2,
60

0

500x500

30
0

2,
60

0

500x500

30
0

2,
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（既設）３階ダクト断面図

AC-216より

梁 梁 梁 梁 梁 梁

梁 梁

梁 梁 梁 梁 梁

小会議４ 小会議４ 小会議３ 小会議３ 小会議２ 小会議１小会議１

MD更新

250Φ 250Φ

MD MD

FVD FVD

300Φ300Φ 275Φ 275Φ 275Φ 275Φ

MD更新 MD更新 MD更新 MD新設 MD新設 MD新設 MD新設

350Φ

※　要領図による

350Φ

※　要領図による

FVD FVD

中会議 中会議 中会議

350□

FVD

（３５０Φ） （３５０Φ） （３５０□）

MD新設 MD新設 MD新設

275Φ 275Φ 275Φ 275Φ 275Φ 275Φ 275Φ 275Φ 275Φ 275Φ 275Φ 275Φ

FVDFVD

大会議室
MD新設

大会議室
MD新設

大会議室
MD新設

大会議室
MD新設

大会議室
MD新設

大会議室
MD新設

大会議室
MD新設

大会議室
MD新設

大会議室
MD新設

大会議室
MD新設

大会議室
MD新設

大会議室
MD新設

FVD FVD FVD FVD FVD FVD FVDFVDFVDFVD

３階閉架書庫 ３階閉架書庫 ３階閉架書庫

250Φ 300Φ250Φ 300Φ 275Φ

小会議２

275Φ 275Φ275Φ

３階閉架書庫

300Φ x2（小会議室3）250Φ x2（小会議室4） 275Φ x2（小会議室2） 275Φ x2（小会議室1）

３階閉架書庫 ３階閉架書庫

350Φ x2（中会議室） 350□ x1（中会議室）

３階閉架書庫

275Φ x12（大会議室）

施工前に現地確認のうえ施工準備を行う

MD

FVD

３５０Φ保温付きフレキダクト取外し・再取付

450□ 1.6t

既設立上ダクト接続

既設保温撤去

MD取付

FVD

中会議室　MD・FVD取付要領図（※） 中会議室以外　MD・FVD取付要領図

MD

MD

既設ダクト 既設ダクト

既設保温撤去

MD取付

（横引ダクトの場合）（縦ダクトの場合）

既設ダクト接続・保温復旧既設ダクト接続・保温復旧

212

4 50

212

4

212

4 50

212

4

2
8
8

2
8
8

2
8
8

2
8
8

2
8
8

2
8
8

2
6
8

2
0

2
0

1

2

3

4

5

6

7

4
5

8

2
8
8

振れ止めチャンネル
(1800ピッチ)

床仕上面

3
1
6

2
,
4
2
4

9
2

5
3
0

50 50850

サイン；ホワイトボード
300×300
(各架両端に設置)

突出サイン；ホワイトボード両面
300×150ｈ
(各架両端に設置)

本体：スチール　メラミン焼付塗装

※送風の向きは奥行き方向

※閉架書架の汚損がないように養生を行う

（中会議室・大会議室系統共通）

ダクト改修（高さ調整）

福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事

83
0

既設ダクト撤去 既設ダクト撤去

３階閉架書架（参考）　（配置は３階平面図参照）

（RW保温）

１２

１２

２０２６年６月

縮尺率

A-3

A-2

A-1

： 50％

： 71％

：100％



§工事名称 福山市生涯学習プラザ４階会議室系統自動制御設備他改修工事

§工事場所  福山市霞町一丁目１０番１号

1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款１条に定める「設計図書」ではなく

参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。

2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 （建築工事建築数量積算研究会制定）

※ 「公共建築設備数量積算基準・同解説」 （国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

参考数量書

特記事項



福　山　市

設　計　書

工事名称 福山市生涯学習プラザ4階会議室系統自動制御設備他改修工事

工事場所 福山市霞町一丁目１０番１号

【工事概要】
１．生涯学習プラザ4階会議室系統自動制御設備他改修工事  一式
  （１）自動制御設備工事
  （２）ダクト設備工事



福　山　市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   
式



福　山　市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   
式

機械設備工事    

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

電気設備工事    

1   
式

計



福　山　市

機械設備工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

機械設備工事    

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　科目別内訳 5

電気設備工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

自動制御設備    

1   
式

計



福　山　市

機械設備工事　科目別内訳 6

機械設備工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

空気調和設備    

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　中科目別内訳 7

電気設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

自動制御設備    

1   
式

計



福　山　市

機械設備工事　中科目別内訳 8

機械設備工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

空気調和設備    ダクト設備      

1   
式

計



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 9

電気設備工事 自動制御設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■１－１        会議室系統給気ダンパ制御        

自動制御機器    

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ  Airopty                         

1   
式

直流信号変換器  M5VS-44-M                       

7   
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ操作部    MA-2-N-24-V3                    

4   
個

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ操作部    MA-2-N-24-V1                    

19   
台

■１－２        

自動制御盤      

会議室系統制御盤 W700xH1400xD250　架台付         

1   
面

中央監視盤      ｿﾌﾄ追加（給気ﾀﾞﾝﾊﾟ開度設定x14・ 

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ修正）                   1   
式

■１－３        

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費    

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費    

1   
式

■１－４        

調整費          

ｼｽﾃﾑ運転調整費  

1   
式

制御機器調整費  

1   
式

■１－５        

計装工事        

電線            EM-MEES 1.25□-4C　材料のみ     

580   
ｍ

電線            EM-CE 3.5□-3C　材料のみ        

17   
ｍ

電線            EM-FCPEE 1.2 ㎜-   3P　材料のみ 

17   
ｍ

電線管           E(25)　材料のみ                

7   
本

電線管           E(75)　材料のみ                

2   
本

電線管付属品    材料のみ                        

1   
式



福　山　市

電気設備工事　細目別内訳 10

電気設備工事 自動制御設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

丸型露出ﾎﾞｯｸｽ   25(E25,22) 3方出　材料のみ      

12   
個

吊り材料及び支持 材料のみ                        

金具            1   
式

消耗品雑材費    

1   
式

機器取付費      

1   
式

盤搬入費        

1   
式

盤据付費        

1   
式

結線費          

1   
式

労務費          

1   
式

雑工費          

1   
式

試運転立会費    

1   
式

材料運搬費      

1   
式

廃材処分費      

1   
式

計



福　山　市

機械設備工事　細目別内訳 11

機械設備工事 空気調和設備 ダクト設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■AC-216系統    大会議室系統                    

ＭＤ            275φ                           

12   
台

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ     保温 有 275㎜                   

12   
本

■AC-214系統    小中会議室系統                  

ＭＤ            250φ                           

2   
台

ＭＤ            275φ                           

4   
台

ＭＤ            300φ                           

2   
台

ＭＤ            350φ                           

2   
台

ＭＤ            350x350                         

1   
台

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ     保温 有 250㎜                   

2   
本

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ     保温 有 275㎜                   

4   
本

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ     保温 有 300㎜                   

2   
本

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)          

工法ﾀﾞｸﾄ        1   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    機械室,書庫,倉庫     

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      1   
保温厚25                        ㎡

ＭＤ保温        AC-214系統、AC-216系統          

1   
式

（ﾀﾞｸﾄ改造部）  中会議室 350φ x 2              

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ     保温 有 350㎜                   

2   
本

実管ﾀﾞｸﾄ        450x450x450　1.6t               

2   
個

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)          

工法ﾀﾞｸﾄ        4   
㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)       

工法ﾀﾞｸﾄ        4   
㎡



福　山　市

機械設備工事　細目別内訳 12

機械設備工事 空気調和設備 ダクト設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    機械室,書庫,倉庫     

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      8   
保温厚25                        ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ     機械室,書庫,倉庫     

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      2   
保温厚25                        ㎡

取出しｶﾗｰ       350φx2                         

1   
式

【撤去】        

■AC-216系統    大会議室系統                    

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 275㎜  再使用しない             

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    10   
撤去            ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  

撤去(32K)       機械室,書庫,倉庫                9   
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

■AC-214系統    小中会議室系統                  

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 250㎜  再使用しない             

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    1   
撤去            ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 275㎜  再使用しない             

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    2   
撤去            ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 300㎜  再使用しない             

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    1   
撤去            ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 350㎜  再使用しない             

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ)    1   
撤去            ｍ

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

1   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  

撤去(32K)       機械室,書庫,倉庫                1   
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  

撤去(32K)       機械室,書庫,倉庫                2   
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  

撤去(32K)       機械室,書庫,倉庫                1   
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  

撤去(32K)       機械室,書庫,倉庫                1   
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  

撤去            屋内露出                        1   
亜鉛鉄板            再使用しない ㎡

既設MD撤去      φ250                           

2   
個

既設MD撤去      φ300                           

2   
個



福　山　市

機械設備工事　細目別内訳 13

機械設備工事 空気調和設備 ダクト設備

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

既設FVD取外し・ φ350                           

再取付          2   
個

（ﾀﾞｸﾄ改造部）  中会議室 350φ x 2              

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない     

4   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去  亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない     

4   
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                  

撤去            屋内露出                        8   
亜鉛鉄板            再使用しない ㎡

■共通          自動制御設備工事範囲含む        

床吹出口調整費  清掃・開度調整・部品撤去        

214   
個

養生(内部改修)  個別改修                        

160   
㎡

内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        160   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               

脚立足場                        160   
階高4.0m以下           平家用   ㎡

仮設材運搬      4階建                           

(内部仕上足場   160   
脚立足場)       ㎡

建設廃材運搬費  特定建設資材以外                

0.1 
ｔ

建設廃材処分費  特定建設資材以外                

0.1 
ｔ

計


